


元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の

一
端

-

｢大
坂
御
金
蔵
金
銀
納
方
御
勘
定
帳
｣
の
紹
介
を
兼
ね
て
1

は
じ
め
に

大
坂
御
金
蔵
納
金
銀
の
性
格
と
内
容

一
'
上
方
代
官
納
の
年
貢
･
物
成
･
小
物
成
等

二
'
大
坂
･
二
条
･
大
枠
成
約
米
お
よ
び
そ
の
他
の
米
売
払
代

三
､
大
坂
城
古
味
噌
売
払
代

四
'
酒
造
運
上

五
'
長
崎
運
上
･
上
納

六
'
鉱
山
運
上

大

野

瑞

男

七
'
淀
川
過
告
道
上

八
'
大
坂
緒
川
胎
逆
上
と
沢
田
佐
平
太
舟
逆
上

九
'
城
江
上
荷
船
運
上

一
〇
'
桐
江
新
地
三
十
三
町
地
代
金

結
び

に
か
え
て

I

幕
府
財
政
経
済
に
お
け
る
大
坂
御
金
蔵
の
位
位
と
元
禄
末
期
に

お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端
-

史
料
紹
介

｢大
坂
御
金
蔵
金
銀
約
万
御
勘
定
帳
｣

は

じ

め

に

江
戸
幕
府
の
財
政
経
済
史
を
研
究
し
よ
-
と
志
す
と
き
'
そ
の
数
量
的
実
態
の
枢
要
を
示
す
筈
の
勘
定
所
史
料
が
減
失
し
て
し
ま

っ
た

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
1
端

(大
野
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

三
二

現
在
'
向
山
誠
斎

『誠
斎
雑
記
』
と
勝
海
舟

『吹
塵
録
』
に
収
載
さ
れ
た
記
録
お
よ
び
偶
然
的
に
残
さ
れ
た
少
量
の
断
片
的
な
抜
拳
記
録

を
利
用
す
る
は
か
は
な
い
｡
他
の
方
法
と
し
て
'
老
中
を
勤
め
財
政
に
関
与
し
た
譜
代
大
名
家
の
文
書
中
に
勘
定
所
記
録
の
控
写
本
を
捜

す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
大
量
に
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は
薄
い
｡
し
か
し
筆
者
は
こ
の
よ
-
な
例
と
し
て
'
さ
い
き
ん
三
河
吉
田
七
万
石

(1
)

大
河
内
松
平
家
の
子
孫
大
河
内
信
定
氏
に
伝
わ
る
宇
保
後
年
の
幕
府
勘
定
所
史
料
を
紹
介
し
た
｡
こ
の
大
河
内
家
記
録
は
亭
保
改
革
期
に

お
け
る
幕
府
の
財
政
事
情
を
知
り
-
る
好
史
料
で
あ
る
と
同
時
に
'
既
刊
の
幕
府
財
政
史
料
な
か
ん
ず
く

『誠
斎
雑
記
』
の

｢御
取
箇
辻

書
付
｣
｢御
年
貢
米
其
外
語
向
納
渡
書
付
｣
｢御
年
貢
金
其
外
諸
向
納
渡
書
付
｣
の
享
保
期
か
ら
天
保
期
に
至
る
連
年
の
数
字
の
性
格

･
内

容
を
明
ら
か
に
し
-
る
史
料
で
も
あ
る
｡

さ
て
､
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
幕
府
の
大
坂
御
金
蔵
の
一
記
録
を
紹
介
し
'
二
､
111の
問
題
を
さ
ぐ
っ
て
み
ょ
-
｡
こ
れ
は
宝
永
二

年
に
大
坂
町
奉
行

･
大
坂
金
奉
行
が
恐
ら
く
は
勘
定
所
へ
提
出
し
た
と
思
わ
れ
る

｢元
禄
十
六
未
宝
永
元
申
弐
ケ
年
分
大
坂
御
金
蔵
金
銀

納
方
御
勘
定
帳
｣
(
T
冊
)
で
あ
る
.
か
つ
て
大
阪
城
天
守
閣
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
が
､
現
在
は
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
市
史
編
集
室
に
移

管
さ
れ
て
い
る
｡

1
般
に
元
禄
末
期
の
幕
府
財
政
は
'
将
軍
綱
書
の
菅
修
と
造
寺
造
仏
な
ど
に
ょ
る
支
出
の
増
大
と
'
商
品
生
産
'
都
市
の
発
展
に
触
発

(2
)

さ
れ
た
物
価
騰
貴
に
よ
っ
て
'
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
時
期
と
さ
れ
る
｡
元
禄
八
年
の
金
銀
改
鋳
に
ょ
っ
て
得
た
五
〇
〇
万
両
と
い
わ

れ
る
出
目
収
入
も
'
同
十

一
年
の
江
戸
大
火

(勅
街
火
事
)'
十
六
年
の
江
戸
を
中
心
と
す
る
南
関
東
の
大
震
災
の
復
興
と
'
連
年
の
財
政

不
足
禰
顕
に
消
滅
し
'
網
舌
の
末
期
に
は
年
数
十
万
両
の
不
足
を
生
じ
た
と
い
-
.
し
か
し
な
が
ら
'
財
政
悪
化
の
原
因
を
す
べ
て
い
わ

ゆ
る

｢元
禄
の
悪
政
｣
に
帰
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
｡
す
で
に
嗣
膏
襲
職
以
前
の
延
宝
四
年
に
は
年
間
二
〇
万
両
余
の
財
政
不
足
を
生
じ

た
と
あ
り
'
非
常
用
の
金
銀
分
銅
に
手
を
つ
け
は
じ
め
た
の
も
同
四
'
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
幕
府
財
政
収
入
の
主
要
部
分
は
い
-
普

で
も
な
く
幕
府
直
轄
領
か
ら
の
年
貢
収
入
で
あ
る
が
'
初
期
に
お
い
て
は
こ
れ
に
加
え
て
鉱
山
収
入
が
相
当
の
比
重
を
占
め
て
い
た
｡
し



か
し
寛
永
末
期
以
後
諸
国
金
銀
山
の
衰
退
に
よ
っ
て
鉱
山
収
入
が
大
巾
に
減
少
し
'
明
暦
の
大
火
お
よ
び
そ
の
復
興
に
要
し
た
多
大
の
失

費
に
よ
っ
て
'
幕
府
の
収
入
な
ら
び
に
貯
蔵
金
銀
は
減
る
1
万
で
あ
っ
た
｡
綱
書
は
将
軍
職
に
就
く
に
当
っ
て
こ
の
よ
う
な
財
政
状
態
に

と
り
組
む
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
の
で
あ
り
'
そ
の
た
め
に
二
度
に
わ
た
っ
て
日
光
社
参
を
中
止
せ
ざ
る
な
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

｢天
和
の
治
｣
と
呼
ば
れ
る
綱
曽
前
期
の
政
治
は
'
延
宝
八
年
堀
田
正
俊
を
袋
政

･画

用
専
管

の
老
中

(翌
年
大
老
外
進
)
と
し
て
村

方
支
配
機
構
の
改
正
を
め
ざ
し
､
天
和
二
年
勘
定
吟
味
役
を
別
荘
L
t
ま
た
代
官
の
不
正
を
礼

し
て
'
会
計
遅
紺

･
年
貢
来
遊
を
理
由

(3
)

に
'
鋼
書
の
代
に
給
人
的
性
格
の
濃
い
世
襲
代
官
を
中
心
に
実
に
五

一
名
の
代
官
が
死
罪
あ
る
い
は
免
職
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て

こ
れ
も
の
施
策
は
'
前
代
か
ら
引
き
続
せ
実
施
さ
れ
た
幕
府
儲
総
換
地
と
並
ん
で
'
財
政
収
入
の
増
加
策
で
も
あ
っ
た
.

元
.琴
冗
年
以
後
の
綱
書
後
期
は
財
政
放
没
に
流
れ
'
金
銀
改
悪
の
収
益
も
じ
き
に
費
消
し
尽
し
て
し
ま
-
の
で
あ
り
'
前
期
の
よ
-
な

財
政
再
建
策
は
み
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
が
'
こ
の
時
期
は
幕
府
財
政
の
実
態
を
知
り
-
る
史
料
が
欠
除
し
て
い
る

の
で
'

従
来
の
財
政
史
研
究
に
お
い
て
も
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ

こ
で
本
稿
は

｢大
坂
御
金
蔵
金
銀
約
万
御
勘
定
帳
｣
(以
下
単
に

｢御
勘
定
帳
｣
と
略
記
す
る
)
を
中
心
に
'
こ
の
期
の
幕
府
財
政
の
1
端
を
窺
-
こ
と
と
し
た
い
.

｢御
勘
定
帳
｣
は
'
大
坂
金
奉
行
が
大
坂
御
金
蔵
へ
の
金
銀
納
入
の
都
度
発
行
す
る
納
札
の
控
や
毎
月
作
成
す
る
御
金
納
帳
'
そ
れ
に

各
項
日
ご
と
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
勘
定
日
録
な
ど
を
柴
計
し
て
勘
定
仕
上
げ
を
し
て
記
録
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
.
江
戸
御
金
蔵

に
お
い
て
も
当
然
同
様
の
帳
縛
を
作
成
し
た
竿
で
あ
る
が
'
迫
憾
な
が
ら
残
っ
て
い
な
い
｡
な
お
大
坂
金
串
行
は
毎
月
御
金
納
帳

･
波
方

帳

･
有
金
銀
書
付
を
勘
定
所
に
提
出
し
'
ま
た
毎
月
金
銀
出
納
日
の
約
校
は
臨
時
波
と
と
も
に
告
状
を
送
っ
て
い
る
の
で
'
そ
れ
を
受
け

(4
)

て
勘
定
所
で
は
帳
面
を
見
合
い
改
め
る
こ
と
に
し
て
い
た
｡
さ
て
周
知
の
よ
-
に
'
各
代
官
所

･
預
所
で
は
毎
年
地
方
勘
定
帳
と
御
金
蔵

勘
定
帳
を
作
成
し
て
勘
定
所
へ
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'

｢御
勘
定
帳
｣
と
こ
の
御
金
蔵
勘
定
帳
と
の
関
係
は
当
然
密
接
な
も
の
と

思
わ
れ
る
も
の
の
､
こ
こ
で
は
明
確
に
は
な
し
え
な
い
.
た
だ

｢御
勘
定
帳
｣
の
納
払
金
銀
は
'
勘
定
所
の
総
会
計
収
支
決
井
縛
で
あ
る

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

三
三



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

御
払
方
御
勘
定
帳
(も
し
く
は
金
銀
納
払
御
勘
定
帳
)
の
基
礎
の
数
字
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
-
0

大
坂
御
金
蔵
が
勘
定
所
の
一
下
部
機
関
に
す
ぎ
ず
'
こ
こ
に
記
さ
れ
る
数
字
か
上
方
(西
日
本
)
諸
役
人
の
納
方
の
金
銀
の
み
と
い
-
､

つ
ま
り
大
坂
御
金
蔵
管
轄
外
の
関
東
(東
日
本
)
の
一
切
の
収
支
と
'
上
方
の
米

･
大
豆
等
の
納
払
お
よ
び
金
銀
の
払
方
を
欠
い
て
い
る
と

い
-
限
界
が
あ
り
'

｢御
勘
定
帳
｣

1
冊
の
分
析
で
は
十
分
な
こ
と
を
い
い
え
な
い
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
､
享
保
以
前
の
幕
府
財
政
史

料
が
希
少
な
現
在
'
幕
府
の
財
政
制
度
お
よ
び
元
禄
末
期
の
幕
府
財
政
の
1
端
を
示
す
い
く
つ
か
の
重
要
な
事
実
や
問
題
を
指
摘
し
う
る

こ
の
史
料
を
紹
介
す
る
こ
と
に
'
な
お
意
義
が
あ
る
と
信
じ
る
の
で
あ
る
｡

註

研
究
』'
北
島
正
元
『
日
本
史
概
説
Ⅱ
』'
大
石
供
三
郎
『
元
禄
時
代
』

(
1

)

拙
稿

｢享
保
改
革
期
の
幕
府
勘
定
所
史
料
大
河
内
家
記
録
｣
(『史

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

学

碓
誌
』
八
〇
嗣
1
-
三
号
)

(

3
)
森
杉
夫

｢代
官
所
機
構
の
改
革
を
め
ぐ
っ
て
｣
(『大
阪
府
立
大
学

(
2

)
元
禄
前
後

の
幕
府
財
政
経
済
に
つ
い
て
は
'
竹
越
与
三
郎

『
日
本

紀
要
』
人
文
･
社
会
科
学
二
二
巻
)

経

済
史
』'
本
庄
栄
治
郎

『
日
本
財
政
史
』､
栗
田
元
次

｢元
禄
以
前

(
4

)

『誠
斎
雑
記
』
御
勝
手
方
勤
方
項

(『江
戸
叢
書
』
巻
の
八
'
二

に
お
け
る
江
戸
幕
府
の
財
政
に
つ
い
て
｣
(『史
学
雑
誌
』
三
八
嗣
一

六

五
貢
)

二
号
)
な
ど
'
ま
た
経
済
政
策
に
つ
い
て
は
辻
達
也

『享
保
改
革
の

大
坂
御
金
蔵
納
金
銀
の
性
格
と
内
容

大
坂
御
金
蔵
は
大
坂
城
本
丸
天
守
台
の
下
東
南
に
あ
り
'
江
戸
の
奥
御
金
蔵

･
蓮
池
御
金
蔵
と
並
ん
で
最
も
重
要
な
金
蔵
で
あ
っ
た
｡

こ
の
大
坂
御
金
蔵
を
管
理
し
金
銀
出
納
を
掌
ど
る
の
が
大
坂
定
番
支
配
の
大
坂
金
奉
行
で
あ
り
'
定
員
は
四
人
で
こ
れ
に
手
代
が
各
二
人

ず
つ
附
属
し
た
｡
金
奉
行
は
御
金
蔵
北
手
の
泊
番
所
に
部
下
を
率
い
て
昼
夜
勤
番
す
る
が
'
毎
月
五
･
十
六

･
二
十
三
の
三
日
の
金
銀
出

(1
)

納
日
(御
金
目
)
に
は
'
金
奉
行
の
ほ
か
城
代

･
両
定
番
の
家
士
'
両
町
奉
行
所
の
金
役
の
与
力
が
臨
検
す
る
定
め
で
あ
っ
た
｡



こ
こ
に
と
り
上
げ
る

｢大
坂
御
金
蔵
金
銀
約
万
御
勘
定
帳
｣
は
元
禄
十
六
年

･
宝
永
元
年
二
力
年
分
の
大
瀧
御
金
蔵
納
金
銀
を
納
入
し

た
人
名
を
基
準
に
L
t
さ
ら
に
項
日
ご
と
に
分
け
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
｡
納
口
数
は
元
禄
十
六
年

一
六
三
日
･
宝
永
元
年

一
四
五
口

あ
る
が
'
同

一
人
名
で
同
年
分

･
同

1
項
目
の
も
の
が
二
日
以
上
鼠
投
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡
こ
れ
は
多
分
納
入
月
日
の
迎
い
に
よ
っ

て
書
き
分
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
確
証
は
な
い
.
こ
の
約
万
役
人
の
数
は
誼
校
人
名
を
除
く
と
両
年
と
も
四
六
人

(家
来
･
与
力
な
ど

個
人
名
不
詳
を
除
外
)
で
あ
り
'
こ
れ
を
納
方
役
人
の
役
職
名
ご
と
に
区
分
L
t
納
金
銀
の
項
目
を
整
理
し
て
み
た
の
が
表
1
で
あ
る
｡

表 1 大坂御金蔵納方役人 と納金奴の項目

納 方 役 人 人 数 納 金 嶺 の 項

目､上 方 代 官 年貢 .物成 .小物成 .道上 .臨時物酒造運上鉱山迎上米売払代,鉱山延米売払代,松茸売払代未進取立

拝借上納(瑠喜:芸B)

20.19伏 見 率 .行 1.1 年式

小物成 .網役運上長 崎 町 年 寄 5.

5 長崎辺上,長崎上納大 坂 .堺 酒 改

役人 4.5 大坂堺酒運上過詔船 .大木山支配 2.2 淀川迅雷船運上.賀茂J

H･嵯峨川高輪運上北山大木山運上

大 坂 町 奉 行 2.2 大坂諸州船運上大 坂 惣 年 寄
4.4 大坂堀江町他地代金大坂堀江上荷船運上

大 坂 蔵 率 行 4.5 大坂成約米売払代役料返納

二 .粂 歳 事 行 4.4 二条蔵納虫損米売払代役料返納所

司 代 格 家 来大 坂 定 番■与 力大 坂 町 率 行 与 力

大坂城古味噌売払代

(旺)人軟 の左は元扱16年帆 右は宝永元年的｡

ま
ず
納
方
役
人
の

管
轄
地
域
で
は
'
代

官
以

外
は
大
坂

･
京

都

･
伏

見

･
堺

･
長

崎
で
あ
り
'
代

官
は

(
述
国
串
行
も
含

め
て
)

五
級
内
筋
(ま

た
は
上

方
筋
'
五
放
内

1]1州
-

近
江

･
招

磨

･
丹
波

I

を
い
う

)･
中
国
筋

･

四
国
筋
(
こ
れ
を
中
国

筋
に
加
え
る



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

三

六

す
な
わ
ち
丹
後

･
丹
波

･
近
江

･
大
和
以
西
の
西
日
本
の
範
囲
内
に
と
ゞ
ま
る
｡
幕
府
代
官
を
大
き
く
関
東
代
官
と

上
方
代
官
に
二
分
す

る
こ
と
が
あ
る
｡
上
方
代
官
の
支
配
地
域
は
越
後

･
信
濃

･
駿
河
以
西
､

あ
る
い
は
美
濃

･
伊
勢
以
西
な
ど
諸
説
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
右

の
範
囲
内
に
当
た
る
も
の
と
考
え
た
い
｡
こ
れ
に
対
し
関
東
代
官
の
支
配
地
域
は
関
東

･
海
道
筋

･
北
国
筋

･
陸
奥

･
出
羽
で
あ
る
｡

次
に
'
納
金
銀
の
項
目
を
み
る
と
､
年
貢

･
物
成
'
小
物
成
'
長
崎
運
上

･
酒
造
運
上
を
含
め
た
諸
運
上
'
米
そ

の
他
売
払
代
'
地

代
､
未
進
取
立
'
そ
の
他
の
返
納

･
上
納
の
金
銀
で
あ
り
'
上
方
幕
領
の
幕
府
納
入
金
鋲
の
ほ
と
ん
ど
を
網
羅
し
て
い
る
と
み
て
大
過
な

か
ろ
う

(詳
細
は
後
述
)0

(2
)

と
こ
ろ
で
'
右
の
納
金
銀
の
項
目
を
'
革
保
後
期
の
幕
府
勘
定
所
史
料
で
あ
る
大
河
内
家
記
録
の

｢御
払
方
御
勘
定
帳
｣

｢御
遣
方
大

戟
書
付
｣
等
に
記
さ
れ
る
納
金
銀
の
項
目
と
比
較
し
て
み
る
と
'

｢御
勘
定
帳
｣
の
年
貢

･
物
成
'
小
物
成
の
す
べ
て
と
'
代
官

･
伏
見

奉
行
柄
の
運
上
の
一
部
が
'
大
河
内
家
記
録
の
御
物
成
小
物
成
に
相
当
L
t
二
条
蔵
奉
行

･
大
坂
蔵
率
行
納
の
米
売
払
代
が
'
後
述
の
よ

-
に
同
記
録
の
二
条
大
坂
御
国
米
払
代
に
相
当
す
る
も
の
と
推
量
さ
れ
る
｡
従
っ
て
右
以
外
の
納
金
銀
は
い
わ
ゆ
る
諸
向
約
に
現
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
'

｢御
勘
定
帳
｣
の
最
初
に
大
坂
金
奉
行
玉
虫
助
十
郎
武
茂
に
よ
る
元
禄
十
五
年
十
二
月
ま
で
の
勘
定
仕
上
残
が
'
そ
し
て
両
年

の
末
尾
に
そ
れ
ぞ
れ
納
私
の
総
計
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
表
2
は
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
-
ち
納
は
両
年
と
も
各
納
口
を

集
計
し
た
も
の
と
全
く

一
致
す
る
｡
逆
に
い
え
は
そ
の
内
容
が
明
ら
か
で
あ
る
の
に
対
し
'
私
に
つ
い
て
は
総
計
の
み
の
記
載
で
あ
り
'

多
額
な
大
坂
御
金
蔵
支
出
が
総
額
の
み
で
詳
細
が
判
明
し
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
｡
ま
た
表
2
の
御
借
金
銀
(貸
金
銀
)
の
額
は
'
元
禄
十

五
年
よ
り
十
六
年
に
か
け
て
金
三
二
〇
両

･
銀
四
貫
〇
七
二
匁
九
分
'
十
六
年
よ
り
宝
永
元
年
に
か
け
て
金
二
六
四
両
二
歩

･
銀
四
貫
〇

七
二
匁
九
分
減
少
し
て
い
る
が
'
拝
借
返
納

･
役
料
返
納
な
ど
の
納
ロ
に
は
該
当
す
る
も
の
は
な
く

｢委
細
別
帳
二
有
｣
と
あ
る
N
.-

に
別
途
の
勘
定
と
思
わ
れ
る
｡



表 2 大坂御金蔵金銀納弘の総計

金 銀 大判 銭 永(

金)換算計元禄15年12月 両歩朱 文 匁

枚 耳 文 両永文勘定仕上残 137,488.3.24,436,432.157 484848 754,893754,893754,893754,893754,893754,893212,026.134内/Z雷 雲1 5,758 58

7,145.9 15,543.765131,730.3.23,84
9,286.257 196,482.369元禄16年納 230,326.1

6,390,681.232 336,837.604元禄15年払残共合 367,815.0.
210,827,113.389 548,863.738元禄16年払 202,31

7.3.21,236,121.243 3 222,945.396残 165

,497.1 9,590,992.146 4545 32

5,918.342内御借金鋲 5,438 583,073 15,155.888

宝永元年納 254,137.I.22,686,529.548 298,912.868

元禄16年払残共合 419,634.2.212,277,521.694 62

4,831.210宝永元年払 159,214.3 6,212,359.557

4 262,788.076残 260,419.3.26,0

65,162.137 41 362,043.134内御借金銀 5,173.2579,
(氾0
.
114

,
823
.
502

(払)永換耳叶は金1両-奴60匁-紙4文文.
大判1枚-金8両2歩として計算｡

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
1
端

(大
野
)

そ
れ
か
ら

｢御
勘
定
帳
｣
の
元
禄
十
六

･
宝
永
元
両
年
納
金
銀

を
大
ま
か
に
1
0

項
目
に
区
分
L
t
納
方
役
人
へ
納
め
る
べ
き
年

ご
と
に
金

･
銀
を

炎
計
し
て
整
理
し
た
の
が
表
3
-
A
･
B
で
あ

る
｡
両
年
と
も
そ

れ
ぞ
れ
前
年
分
が
三
分
の
二
近
く
を
占
め
'
当

年
分
は
三
割
前
後

と
意
外
に
少
な
い
｡
こ
の
点
等
保
以
降
の
茄
府

会
計
収
支
が
前
年

収
納
の
物
成

･
小
物
成
お
よ
び
田
米
払
代
と
当

年
収
納
の
諸
向
納

な
ど
を
も
っ
て
そ
の
年
の
支
出
に
当
て
る
制
度

で
あ
っ
た
の
と
は
や
ゝ
異
な
る
よ
-
で
あ
り
'

ま
だ
そ
の
よ
-
な

制
度
は
確
立
す
る
に
至
っ
て
い

な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
と

も
あ
れ
'
以
下
に
納
金
銀
を
主

要
な
項
日
ご
と
に
そ
の
性
格
と
内

容
を
換
討
し
て
み
ょ
-
0

1
'
上
方
代
官
約
の
年
貢

･
物
成

･
小
物
戊
等

-

｢御
勘
定
帳

｣
記
載
の
納
金
銀
の
六
割
余
は
五
紙
内
筋

･
中
国

筋

･
四
国

･
西
国
つ
ま
り
こ
こ
で
い
-
上
方
代

官
納
の
年
貢

･

物
成

･
小
物
成
等
の
金
銀
で
あ
る
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表
3-
A

大
坂
御
金
蔵
納
金
銀
項

目
別
集
計

(元
禄
16年

納
)

元
禄
13年

及
以
前
分

元
禄
14年

分
元
禄
15年

分
元
禄
16年

分
計

金
換

算
計

比
率

憲
歪

:
笠
望

●
小

鳩
2
,000

.
1吉02

;52喜
冒
:Z
l
l
4
,4
号宝

鑑
3

9
4

ー
3号去

10
1

.
1

000
.

136
4
,888

74
2
.3

138
.004

2
18
.,2
11.1171

64
.8
%

米
売

払
代

t
会

l
6
.

l
8
志望

994
.1

693
.487

20
'
86

1
000

.1
693

.487
31

,36
1
.808 1

1
0
.
軍

酒
造

運
上

金級
7
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:32
1

I
2
1
,7
1
8
.7

3
27

,000
.

7
9
2

.
3

348
, 7
2
1
.9
1

6
,l60-4

.78
2t

2
.0

長
崎
運
上

.
上
納

ほ
l

諾
;ga

も
81

6
,000

.
6
6

6

1
0 24

.1
978

.508
67

,057
.
2
25
[

19
.9

鉱
山

運
上

ほ
908

.0
.
2

28
,8
75

.6
7

908
.0

.2
28

,875
.6

7
1
,389

.3861
0
.4

舵
.
入
木
山
運
上

l
畠

1
28

,14
2
.

4
7
4

l
:

2

1
ぷ

2
:854

500
.

4
9
,964

.328
ll
,
?32

.739l
0
..1

地
代

金
l
会

1
,0
16

.0
. 2

1
,0
16

.0
.
2

l
l

3
,050

.1
5
,082

.2
5
,0
82

.500 1
1
..5

拝
借

返
納

ほ
1

1㌢
至
25
l

6
.3

13
.125

6
.9
69E

o
.o

役
料

返
納

金銀
I

25
㌢
57

1
1㌢

喜
●
2

268
.
3

.
2

4
.0

7
268

.943
0
.1

東
進

取
立

ほ
l

15
1
,
2
9
2
.13

15
1
,292

.13
=2

,5
21

.5
36l

o
.7

金銀
計

計翠
1
,0
16
.0
.2

2
,00

0
.

1
,049

.458
0
.3
%

.
,66

1
.2
.2

,5
16

.84
1

,00
3
.5 72

3
1
.8
%
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.1
6
,3
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,68
1
.232

336
,837

.60
4

100
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1
336
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表
3-B

大
坂
御
金
蔵
納
金
銀
項

目
別
集
計

(宝
永
元
年
納
)

謂
芳
年
及

I
元
禄
15
年
分

元
禄
16年

分
宝
永
元
年
分

計
金

換
算

計
比

率
窮

:
遠
望

●
小

l 畠
l

2
,000

.
I

5
7描

:iZl
1詣

:So,2
:;7

[
2g喜

常
吊

5406,,7024{喜;
52

1
189

,059
.
75

3

63
.3
%

米
売

払
ft

.
1
針

I
l

36
..

L
23
3
,,;8867

:63
l

.2
g,9

償
.'83

L
L

23
,4
13
.0
82

7
.8

宿
,
造

運
上

l
姦

仁
l

讐
吉
:826

1
11,30

8
.2421

2.4
,0
00

.
l

2
15
馬

.'弘
21

4
,440

.15
2

1
.5

長
崎
運
上

.
上
納

t
姦

l
l

設
至芸岩

:2321
5
,000

●
l

識
字2g

:52321
72
,4
24

.992
24

.2
鉱
r
u
,
Y
運

上
l
姦

l
l

l
43

,434
.8
1
l

L
43

,434
.8
1
1

723
.9
14

0
.2

船
.
入
木
山
運
上

l
姦

l
l

l
28

,0
23
.45

1
2
1
,設

:854t
49

ぷ
g
:30

41
1

,3
30

.755
0
.4

,地
代

金
l
姦

l
2
,
0
32

.l
l

l
l

3
,0
50

.l
L

5
,0

8
?
.
2

1
5
,
0
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.50

1
.7

拝
借

返
納

l
姦

l
l

L
1㌢

壬
25
t

l
l…

.'壬25
1

6
.949

0
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役
料

返
納

ほ
l

l
l

l
2ia

.'i
l

2;去
.';
1
1

25
1.4
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0
.1

未
達

港
可

針
503

.日
1

129
,
956

.34
1

日
30

,458
:3
4
1

2
,179

.3
2
2

0
.7

倭
計

l
芸

2
,0
37

.1
2
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.
2
,0
78

.9
17

0
.7
%

6
,973

.3
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,0
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1
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%
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%
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,0
19

.494
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配所高附との比較

内 閣 文 庫 所 蔵 ｢看 益 集｣

御 代 官 支 配 所 高 附 l石 ' 高

山城 ･大和 ･和泉 ･河内 ･摂津 ･近
江 ･丹波 ･丹後

和泉 ･河内 ･摂津 ･描磨 ･小豆鴫

山城 ･河内

播磨 ･備後 ･備中 ･伊予 ･讃岐 ･置
場

和泉 ･河内 ･摂拝 ･丹後

大和 ･河内 ･摂浄 ･捕磨 ･丹後

大和

大和 ･河内 ･摂津 ･播磨 ･備中

摂浄 ･掃磨

山城 ･河内 ･摂辞 ･近江 ･丹波 ･挿
磨

豊後 ･豊前

大和 ･河内･摂津 ･近江 ･播磨

大和 ･近江 ･美作

山城 ･大和 ･和泉 ･河内 ･摂津 ･備
級

肥後 ･肥前 ･筑前 ･日向

豊前

石見 ･隠岐

山城 ･河内 ･摂韓

(武蔵 ･上総 ･下総 ･常陸)

播磨 ･備中

美作

但馬 ･招磨 ･丹後

摂州海表新田

山城伏見姻当分預

肥前

石余

* 55,902

65,281

* 8,509

* 55,704

35,977

48,994

70,376

68,610

65,815

77,993

88,679

* 54,135

* 47,266

* 54,706

102,608

* 53,313

* 60,404

* 5,902

A 32,499

A 54,038

ム 47,905

* 3,458

* 4,320

△ 3,435

1,165,829

れている｡なお石高欄*印は国名が元緑15年支配所と一致するもの,△印

史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

四
〇

(3
)

内
閣
文
停
所
蔵
の

｢宕
益
集
｣
の
中
に
御
代
官
支
配
所
高
附
が
載
っ
て
い
る
が
'
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
そ
こ
に
記
載
さ

れ
た
代
官
名
と
そ
の
任
期
か
ら
推
し
て
'

一
応
こ
れ
は
元
禄
十
五
年
三
月
か
ら
同
十
六
年
三
月
の
問
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
こ

れ
が
全
国
の
幕
府
領
を
覆
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
'
こ
の
-
ち
丹
後

･
丹
汲

･
近
江

･
大
和
以
西
の
上
方
代
償
を
と
り
出
し
て
'

｢御
勘
定
帳
｣
の
約
万
の
代
官
の
元
禄
十
五

･
十
六
両
年
の
支
配
所
と
を
比
較
し
て
み
た
の
が
表
4
で
あ
る
｡
こ
の
表
の
二
七
人
の
代
官

(伏
見
奉
行
･
長
崎
奉
行
附
を
含
む
)
の
支
配
所
を
比
較
す
る
と
元
禄
十
五
年
の
方
が
十
六
年
よ
り

一
致
す
る
例
が
多
い
.
そ
こ
で
元
禄
十
五



表 4 上方代官支配所の ｢看益集｣御代官支

元
禄
末
期
に
お
け
る
茶
府
財
政
の
1
端

(大
野
)

｢大坂御金蔵金銀納方御勘定帳｣

元 禄 15年 支 配 所 元 禄 16年

支 配 所雨 宮 庄 九 郎 山城 .大和 .河内 .和泉 .摂浄山城 .大和 .和泉
.摂津 .近江･近江 .丹波

.丹後 ･丹後小 野 朝 丞 摂幹 .和泉 .河内.捕磨.小豆嶋肥後 .肥前 .筑前 .日向 .天草

肥後 .肥前 .筑前 .日向上 林 峯 順 山城 .河内 河内.描磨■.備後 .備中 .伊予遠 藤 新 兵 衛 播磨 .備後 .備中 .伊

予 .訳岐･直的 ･讃岐 .在的久下 作左衛門 摂幹 .

河内 .丹波 摂幹 .河内 .和泉 .丹波 .伊予長谷川 六兵衛 大和 .河内 .摂辞 .捕磨 .丹按摂浮 .河

内 .和泉.描磨.小豆嶋辻 弥五左術門 大和 大和万 年 長 十 郎 大和 .摂沖 .河内 .描磨 .備中大和 .

摂陣 .河内 .描磨 .備中石原 新左南門 摂幹 .描磨 摂津 .描磨小堀 仁右南門 山城 .河内 .摂浮 .近江 .丹波山城 .河内 .摂沖 .

近江 .丹波･播磨 ･招磨大和 .摂沖 .河内 .近江室 七郎左術門 豊後金丸 又左南門

大和 .摂沖 .河内 .近江 .描磨西 与-左術門 大和 .近江 .美作 大和 .近江 .描磨 .実作曲淵市郎右南門
山城 .大和 .河内 .和泉 .摂搾● 山

城 .大和 .河内 .
和泉 .摂沖･術後

肥後 .肥前 .筑前 .日向竹村 惣左衛門 肥検 .肥

前 .日向豊前竹村太郎右南門岡 田 庄 大 夫

豊前井口 次右南門 石見銀山附 .隠岐 石見銀山附

.隠岐上 林 又 兵 術 山城 .河内 .摂幹

山城 .河内 .摂幹古 川 武 兵 衛

大和 .河内 .摂韓摂浮川ロ新田伏見姻預所大

草太郎左締門内 山 七 兵 荷

平岡四郎左南門

万 年 長 十 郎小 野 靭 丞 摂幹川口新田石原 新左術門岡 田 庄 大 夫 描磨赤組領当分代官所建 部 内 匠 顕

伏見廻預所長 崎 率 行 附計



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

四
二

年
を
基
準
と
し
て
検
討
す
る
と
'
丙
史
料
の
支
配
所
が
全
く

一
致
す
る
も
の
一
六
人
(表
4
石
高
欄
に
*
印
を
附
し
た
)､十
六
年
に
は
記
載
が

あ
る
が
十
五
年
で
は
両
史
料
と
も
記
載
の
な
い
も
の
二
人
で
'
残
九
人
が

一
致
し
な
い
｡
こ
の
-
ち
小
野
朝
丞
支
配
所
は
十
五
年
の
途
中

で
摂
浮
等
か
ら
肥
後
等
西
国
に
移
さ
れ
た
と
理
解
す
れ
ば

一
致
す
る
｡
久
下
作
左
南
門
の
御
代
官
支
配
所
高
附
の
丹
後
は
丹
波
の
誤
記
と

思
わ
れ
'
こ
の
久
下
と
室
七
郎
左
荷
門

･
竹
村
惣
左
荷
門
の
三
人
は
御
代
官
支
配
所
高
附
が
各

一
国
多
い
の
み
で
あ
る
か
ら
ほ
ぼ

一
致
す

る
と
み
て
よ
い
｡
ま
た
石
原

･
岡
田
の
播
磨
領
赤
穂
領
当
分
代
官
所
は
い
-
ま
で
も
な
く
浅
野
長
矩
改
易
の
あ
と
で
あ
る
が
'
元
禄
十
五

年
九
月

1
日
に
永
井
直
敬
が
こ
こ
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
'
そ
れ
以
前
の
こ
と
で
あ
る
.
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

｢看
益
集
｣
御
代
官
支

配
所
高
附
は
元
禄
十
五
年
九
月
以
後
'
同
年
末
ま
で
の
間
の
事
実
と
い
-
よ
-
に
更
に
時
期
を
狭
め
る
こ
と
が
で
き
よ
-
0

さ
て
御
代
官
支
配
所
高
附
に
記
載
が
あ
り
'

｢御
勘
定
帳
｣
に
記
載
の
な
い
上
方
代
官
は
'
大
草
太
郎
左
荷
門

(播
磨
･
備
中
)'
内
山

七
兵
衛

(美
作
)'
平
岡
四
郎
左
南
門
(但
馬
･
捕
磨
･
丹
後
)
の
三
人
と
'
長
崎
奉
行
附
(肥
前
)
で
あ

る
(表
4
石
高
欄
に
△
印
を
付
し
た
)｡
右

｢御
勘
定
帳
｣
に
は
但
馬
の
年
貢

･
物
成
納
金
銀
は
な
い
の
で
'

一
応
こ
の
三
人
の
代
官
と
長
崎
奉
行
附
の
支
配
所
の
記
載
が
欠
除
し
て

い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
-
｡
と
す
れ
ば
'
上
方
代
官
支
配
所
石
高
は

｢
看
益
集
｣
御
代
官
支
配
所
高
附
の
合
計

二

六
万
五
八
二
九
石

か
ら
三
代
官

･
長
崎
奉
行
附
支
配
所
石
高

一
三
万
七
八
七
七
石
を
除
き
'
旧
赤
穂
領
五
万
石
を
加
え
た
一
〇
七
万
七
九
五
二
石
と
な
る
で

あ
ろ
-
｡
な
お
石
以
下
端
数
平
均
を
五
斗
と
し
て
二
〇
支
配
所
の
端
数
合
計

一
〇
石
を
加
え
て
修
正
す
れ
ば

一
〇
七
万
七
九
六
二
石
に
な

る
が
'
本
稿
で
は
単
純
集
計
石
高
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
｡

｢宕
益
集
｣
御
代
官
支
配
所
高
附
は
'
関
東
郡
代
は
じ
め
関
東

･
伊
豆

･
甲
斐

･
陸
奥

･
出
羽
代
官
が
最
初
に
記
載
が
あ
り
'
そ
の
石

高
は
石
以
下
才
位
ま
で
記
さ
れ
て
詳
細
で
あ
る
｡
そ
の
他
の
越
後

･
信
濃

･
駿
河
以
西
の
代
官
の
石
高
は
石
以
下
切
捨
で

｢
石
余
｣
と
記

さ
れ
て
い
る
が
'
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
支
配
所
を

｢上
方
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
史
料
は
い
わ
ゆ
る
関
東
筋

･
陸
奥

･
出

羽
代
官
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
調
査
結
果
と
い
-
性
格
を
も
つ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡



そ
こ
で
関
東
筋

･
陸
奥

･
出
羽
代
官
支
配
所
の
総
石
高
は
史
料
原
記
載
で
は
六
五
万
五
二
三
三
石
二
斗
九
升
四
勺

一
才
と
な
っ
て
い
る

が
'
当
然

｢首
｣
の
字
(
一〇
〇
万
)
が
脱
落
し
て
い
る
L
t
藁
計
し
て
み
れ
ば

一
六
五
万
五
二
二
八
石
六
斗
九
升
四
勺

一
才
と
な
る
｡
そ

の
他
の

｢
上
方
｣
石
高
を
集
計
す
る
と
二
三
五
万
〇
三
九
五
石
余

(石
以
下
端
数
加
井
修
正
二
三
五
万
〇
四
一
七
石
)
と
な
る
｡
こ
の
史
料
に

は
こ
の
ほ
か
に
越
後

･
信
濃

･
駿
河
以
西
三
四
カ
国
と
小
豆
岨

･
直
鵬
の
国
別
幕
髄
石
高
が
記
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
を
鵜
計
す
る
と
二

三
〇
万
六
二
九

一
石
余

(同
じ
く
修
正
二
三
〇
万
六
三
〇
九
石
)
と
な
り
'
両
者
の
間
に
四
万
四

一
〇
四
石
の
誤
差
が
あ
る
が
､
そ
の
理
由

は
明
ら
か
に
し
え
な
い
｡

御
代
官
支
配
所
高
附
の
各
石
窟
を
合
算
集
計
す
る
と
全
国
幕
府
領
石
高
は
四
〇
〇
万
五
六
二
三
石
余

(関
東
代
官
支
配
所
総
石
高
の
史
料

原
記
載
と
他
の
石
高
と
の
合
算
で
は
四
〇
〇
万
五
六
二
七
石
余
)'
ま
た
関
東
筋

･
奥
羽
代
官
石
高
と
そ
れ
以
外
の
国
別
石
高
炎
計
と
倉
井
す
る

と
三
九
六
万

7
五

一
九
石
余
と
な
る
.
こ
こ
で
は
t
応
前
者
の
数
字
を
と
っ
て
お
こ
-
｡
な
お
千
村
平
石
締
門
預
所
以
外
に
は
大
名
預
所

(4
)

の
記
載
が
な
い
が
'
こ
の
期
に
は
大
名
預
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
へ
こ
の
石
高
が
非
府
領
総
石
高
と
み
て
よ
く
'
そ
れ

(5
)

は
四
〇
〇
万
石
に
達
し
t
等
保
元
年
石
高
四
〇
八
万
八
五
三
〇
石
余
に
近
い
石
高
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢御
勘
定
帳
｣
の
元
禄
十
五
年
二
〇
支
配
所
石
高

1
〇
七
万
七
九
五
二
石
余
の
年
貢

･
物
成

･
小
物
戊
等
金
銀
は
同
十
六
年
約

･
宝
永

元
年
納
中
元
禄
十
五
年
賦
課
分
合
算
金

1
六
万
四
七

1
0
両
永
三
三
文
(金
に
換
算
)
と
な
る
.
こ
れ
を
石
高

1
万
石
当
た
り
に
す
る
と
金(6

〕

二
五
三
七
･三
両
と
い
う
数
字
が
出
る
｡
い
ま
大
河
内
家
記
録
の
字
保
十
四
年

･
十
七
年
の
｢御
代
官
井
御
預
所
御
物
成
納
払
御
勘
定
帳
｣

の
上
方
代
官

(奉
行
支
配
所
･
大
名
預
所
を
含
む
)
約
の
物
成
金
銀
を
同
じ
く

一
万
石
当
た
り
に
す
る
と
'
そ
れ
ぞ
れ
金

一
'
三
四
五
両
と

一'
一
五
四
･
五
両
と
い
-
数
字
に
な
り
'
年
貢
収
奪
が
故
化
さ
れ
た
享
保
期
に
比
し
て
も
元
禄
十
五
年
の
そ
れ
は
高
い
と
い
え
る
｡
も

っ
と
も
享
保
十
七
年
は
西
国
不
作
の
年
で
あ
る
し
'
元
禄
十
五
年
の
数
字
に
は
小
物
成

･
辺
上
等
が
含
ま
れ
て
い
る
L
t
さ
ら
に
元
禄
期

(7
)

は
石
代
納
の
比
率
が
高
い
と
思
え
る
か
ら
'

一
概
に
比
校
は
で
き
な
い
が
'
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
摘
め
る
で
あ
ろ
-
0

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
1
端

(大
野
)

四
三



人 納 銀 請 取 額

岡 田 庄 .大 夫 計

元 禄 16可 宝永元年 元 削 6年 F宝 永元可

両 年 計竹村惣左衝門は肥珊･肥後･日向,竹村太郎右衝門は肥後･肥前･筑前･日向,岡田は豊前｡

四
四

と
こ
ろ
で

｢御
勘
定
帳
｣
は
年
貢

･
物
成

･
運
上
等
納
金
銀
の
-
ち
'
と

く
に
注
目

さ
れ
る
こ
と
は
'
西
国
(九
州
)
代
官
約
の
そ
れ
は
例
外
な
し
に

｢為
替
人
｣

に
よ
る
大

坂
御
金
蔵
へ
の
送
金
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(
こ
れ
に
対
し
て
西
国
以

外
の
他
の

代
官
約
は
為
替
人
に
よ
る
為
替
送
金
は
1
例
も
記
さ
れ
て
い
な
い
)｡
こ
れ
を
代
官

と
為
替
人

と
の
関
係
で
整
理
し
た
の
が
表
5
で
あ
る
｡
こ
の
為
替
を
こ
こ
で
は
仮
に

｢
西
国
御
為

替
｣
と
呼
ん
で
お
く
が
(大
坂
で
い
う
江
戸
為
替
は
大
坂
か
ら
の
送
金
で
あ
り
､｢西
国

御
為
啓
一

は
大
坂
へ
の
送
金
で
あ
る
か
ら
'
こ
う
呼
ぶ
の
は
誤
解
を
生
む
か
も
し
れ
ず
'
む
し
ろ
｢大

坂
御
為

替
｣
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
)'
こ
の
実
態
は
管
見
の
範
囲
で
は
従
来
全

く
明
ら
か

に
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
｡
西
国
の
年
貢
金
銀
等
の
大
坂
御
金
蔵
へ
の
為
替
に

つ
い
て
は

長
崎
銀
座
が
正
徳

･
享
保
期
新
銀
吹
高
の
減
少
に
よ
る
不
振
状
態
の
打
開
の

1
助
に
'

享
保
十
五
年
八
月
幕
府
に
請
-
て
大
坂
御
為
替
を
許
さ
れ
た
が
'
つ
い
で
同

十
八
年
九

月
天
草
御
為
替
を
'
翌
十
九
年
日
田
御
為
替
を
'
元
文
三
年
鴫
原
御
為
替
を

そ
れ
ぞ
れ

長
崎
奉
行
所

･
日
田
代
官
所

･
松
平
主
殿
預
所
宛
に
出
顕
し
'
嶋
原
御
為
替

を
除
い
て

は
'
両
者
と
も
許
さ
れ
て
翌
年
実
施
に
及
ん
だ
｡
天
草
御
為
替
の
出
餌
内
容

は
'
長
崎

よ
り
江
戸

･
大
坂
御
金
蔵
へ
上
納
の
運
上

･
払
米
代
等
の
金
銀
為
替
を
勤
め

た
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
'
十
九
年
中
江
戸
御
金
蔵
へ
上
納
し
た
の
は
天
草
の
年
貢
長
崎
廻
米

(8
)

代
銀
ば
か
り
で

あ
っ
た
｡

こ
れ
以
前
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ふ
れ
た
も
の
が
な
い
が
'
逆
に
大
坂
銅
星



表 5 西 国 年 貢 金 為 替

代 官 小 野 靭 丞 宝七廊左南門 竹村惣左南門 .竹村太郎右

衛門為替人 約年 元禄16年 l宝永元年 元禄16年 元禄1

6可 宝永元年 .計 l 413･0001 782,000日 20･413･51 140,000

1 160,0m(琵)企は1両60匁哲で掛 こ掛算(単位匁)｡代官支配所,小野は肥後･肥前･日向.筑前･天草.宝は豊後,

長
崎

へ
の
為
替
関
係
は
既
に
元
禄
期
に
は
行
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ

る

か

ら
'
こ
れ
の
逆
為
替
関
係
も
成
立
し
て
い
た
と
み
て
よ
く
'
さ
ら

に

｢
御
勘
定
帳
｣
に

為
替
人
の
記
載
の
あ
る
事
実
か
ら
'

｢
西
国
御
為
替
｣
は
元
禄
期

以
前
よ
り
個
別
的
に

は
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
-
0

(9
)

(10
)

こ
こ
で
為
替
の
方
法
に
つ
い
て
'
松
好
貞
夫
'
中
井
信
彦
両
氏
の
新
宙
に
韮
づ
い
て

略
述
し
て
お
こ
-
0

江
戸

･
大
坂
間
の
為
替
関
係
は
'
主
と
し
て
貨
物
代
金
の
江
戸

か
ら
大
坂
へ
の
送
金

と
'
蔵
元
に
よ
る
飢
主
歳
米
の
売
却
代
金
の
江
戸
へ
の
送
金
と
の

出
合
い
に
ょ
っ
て
成

立
し
て
い
た
｡
具
体
的
に
い
え
ば
'
大
坂
商
人
に
仕
払
勘
定
の
あ

る
江
戸
商
人
が
'
大

坂
か
ら
蔵
米
代
金
の
受
取
勘
定
の
あ
る
江
戸
両
替
商
に
為
替
を
取

組
み
'
貨
物
代
金
の

受
取
勘
定
の
あ
る
大
坂
商
人
は
'
江
戸
へ
の
支
払
勘
定
の
あ
る
大

坂
の
両
替
商
か
ら
現

銀
を
受
取
る
形
を
と
る
｡
他
の
方
法
と
し
て
'
江
戸
商
人
か
ら
受

取
勘
定
の
あ
る
大
坂

商
人
が
逆
為
替
を
組
み
'
同
地
の
両
替
商
に
代
金
取
立
手
形
を
売

り
'
買
入
れ
た
両
替

商
が
こ
れ
を
江
戸
の
同
業
者
な
い
し
自
己
の
本
支
店
に
送
っ
て
'

支
払
勘
定
の
あ
る
江

戸
商
人
か
ら
取
立
て
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
大
坂
両

替
商
の
為
替
貿
入
資

金
は
街
主

(事
実
上
は
疏
元
)
か
ら
抗
っ
た
放
米
代
金
で
あ
り
'
街

主
は
江
戸
で
同
地
の

両
替
商
が
商
人
か
ら
取
立
て
た
金
を
受
鮫
す
る
わ
け
で
あ
る
.
な

お
江
戸

･
大
坂
問
に

あ
る
金
銀
比
価
の
差
が
過
大
で
あ
れ
は
為
替
が
使
用
さ
れ
ず
現
金

銀
逓
送
が
行
な
わ
れ

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
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四

六

る
｡
そ
の
故
為
替
関
係
の
成
立
に
は
比
価
の
差
が
縮
小
し
'
あ
る
程
度
ま
で
安
定
し
っ
つ
一
定
の
打
銀
が
生
ま
れ

る必
要
が
あ
る
｡

元
禄
四
年
'
こ
れ
ま
で
陸
路
に
よ
っ
て
現
送
さ
れ
て
い
た
大
坂
御
金
敵
銀
の
江
戸
御
金
蔵
へ
の
送
金
が
'
十
人
両
替
な
ど
特
権
的
な
御

為
替
組
に
よ
る
送
金
に
切
り
換
え
ら
れ
た
｡
幕
府
は
御
為
替
組
に
対
し
て
は
手
数
料
を
支
払
わ
な
い
が
'
大
坂
で
の
交
付
か
ら
江
戸
上
納

ま
で
六
〇
日
(
の
ち
九
〇
日
)
の
期
間
が
あ
り
'
両
替
商
は
問
屋
と
の
為
替
取
組
に
打
銀
を
取
得
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
た
上
'
不
渡
り
の

さ
い
の
強
制
執
行
に
つ
い
て
公
的
な
保
障
が
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

さ
き
の

｢
西
国
御
為
替
｣
の
方
法
は
不
明
で
あ
る
｡
大
坂
御
金
蔵
銀
御
為
替
の
よ
-
に
整
然
と
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
な
-
'
西
国

･

大
坂
と
も
に
銀
日
建
て
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
む
し
ろ
手
数
料
収
入
を
伴
-
京
替
為
な
ど
に
近
い
と
思
わ
れ
る
｡

続
い
て

｢御
勘
定
帳
｣
記
載
の

｢為
替
人
｣
七
人
に
つ
い
て
検
討
し
よ
-
｡
ま
ず
音
野
鼠
惣
左
南
門
は

｢
町
人
考
見
録
｣
に
よ
れ
は
京

都
押
小
路
柳
馬
場
東
へ
入
町
に
任
し
'

｢
二
条
向
御
代
官
方
'
又
は
長
崎
筋
を
相
勤
め
'
両
替
商
売
に
て
長
崎
会
所
の
両
替
を
致
し
'
身

体
は
左
の
み
有
徳
の
も
の
に
て
は
無
之
供
得
共
'
方
々
勤
め
廻
し
供
故
'
分
限
よ
り
は
世
上
に
て
能
存
じ
の
も
の
也
'
長
崎
に
て
会
所
の

用
事
を
達
し
'
天
草
御
代
官
所
の
御
年
貢
金
を
誤
込
'
長
崎
に
て
商
人
な
ど
へ
為
替
に
渡
し
'
叉
は
入
札
の
買
物
な
ど
致
し
け
る
'
然
る

に
長
崎
会
所
に
て
売
徳
の
上
納
銀
を
上
方
へ
為
替
名
目
に
立
'
九
州
の
御
大
名
方
へ
借
付
､会
所
渡
り
に
致
来
り
侯
｣
と
あ
り
'
大
名
貸
し

(n
)

は
お
よ
そ
銀
高
八
'
九
千
耳
に
の
ぼ

っ
て
い
る
｡
次
に
川
口
十
郎
右
荷
門
は
大
坂
の
町
人
で
あ
り
､
元
禄
四
年
四
月
平
野
昆
興
三
左
荷
門

と
と
も
に
代
官
設
楽
嘉
兵
術
(喜
兵
衛
カ
)
の
斡
旋
で
'
摂
搾
多
田
援
銅
(抜
銀
銅
)
を

1
カ
年
出
高
お
よ
そ
三
万
貫
と
見
額
り
'

一
〇
カ
年

平
均
銅

一
〇
貫
目
に
つ
き
現
銀
六
二
匁
で
買
請
け
て
長
崎
輸
出
銅
に
あ
て
'
そ
の
代
金
高
ほ
ど
の
唐
人
荷
物
を
諸
商
人
入
札
値
段
を
も
っ

(12
)

て
買
取
り
'
懸
り
物
を
免
除
さ
れ
た
い
旨
勘
定
所
へ
出
頗
し
て
い
る
.
そ
の
後
の
経
過
は
省
略
す
る
が
'
彼
は
長
崎
の
銅
貿
易
に
進
出
し

よ
-
と
す
る
商
人
で
あ
っ
た
｡
彼
と
必
ら
ず
組
ん
で
出
て
く
る
為
替
人
の
塚
口
昆
長
左
南
門
は
'
寛
永
十
五
年
に
幕
府
が
由
緒
を
調
査
し

(13
)

て
選
ん
だ
二
二
人
の
銅
昆
仲
間
の
1
人
で
'
大
坂
に
住
み
輸
出
向
け
の
梓
銅
を
長
崎
に
送
っ
て
い
た
塚
口
尾
長
左
南
門
の
子
孫
と
考
え
て



よ
い
で
あ
ろ
-
｡
そ
の
他
の
為
替
人
に
つ
い
て
は
'
い
ま
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の

｢為
替
人
｣
は
大
坂

･

京
都
の
商
人
で
あ
り
'
長
崎
会
所
や
貿
易
な
ど
に
関
係
深
い
者
で
'
西
国
代
官
の
大
坂
御
金
蔵
へ
の
送
金
と
'
大
坂

･
京
都
商
人
が
長
崎

輸
入
貨
物
買
付
代
金
等
の
支
払
勘
定
と
の
問
に
為
替
を
取
組
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
O

最
後
に

｢
御
勘
定
帳
｣
の
摂
搾
川
口
新
田
代
官
所
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
-
｡
こ
の
新
田
の
年
貢

･
物
成
金
は
元
禄
十
五
年
分
同
十
六

年
納
金
四
三
二
両

1
歩

･
銀
七
貿
四
〇
二
匁
二
分
五
厘

(金
換
算
五
五
五
両
二
埜

亮
弱
)'
同
十
六
年
分
宝
永
元
年
納
金
六
四
〇
両

1
渉
と

な
っ
て
や
や
増
加
を
み
せ
て
い
る
｡

摂
浮
川
口
新
田
は
'
淀
川
残
余
工
事
を
継
続
中
の
河
村
義
通

(.瑞
賢
)
ら
が
'
元
禄
十

l
年
八
月
に
川
口
沿
海
諸
島
の
開
拓
希
望
者
を

募
っ
た
の
に
対
し
'
地
代
金
合
計

1
五
'
四
五
〇
両
を
上
納
し
て
許
可
を
得
た
討
免
人
が
'
自
賛
で
開
墾
に
従
事
し
'
同
十
五
年
二
月
代

(14
)

官
万
年
長
十
郎

･
小
野
胡
之
盃
の
検
地
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
.

『
大
阪
市
史
』
に
よ
る
と
石
高
四
千
余
石

･
約
六
百
町
渉
を

得
た
と
あ
る
が
'
先
の

て
い
る

(表
4
参
照
)0

韓
守
新
田

泉
尾
新
田

市
岡
新
田

春
日
出
新
田

沖
的
新
田

酉
嶋
新
田

石
嶋
新
田

｢
看
益
集
｣
御
代
官
支
配
所
高
附
で
は
'
万
年

･
小
野
支
配
の
摂
沖
海
表
新
田
は
高
三
'
四
五
八
石
余
と
記
さ
れ

(15
)

そ
こ
で

｢
川
方
地
方
御
用
覚
書
｣

高

四
四
五
石
七
斗
一
升
八
合

高

七
〇
三
石
五
斗
八
升
四
合

高
一
'
〇
六
一
石
七
斗
一
升
一
合

高

四
二
七
石
四
斗
八
升
七
合

高

一
四
五
石

七
合

高

一
八
七
石
一
斗
三
升
三
合

高

八
二
石
六
斗
八
升
九
合

に
よ
っ
て
川
口
新
口
の
高

･
反
別
を
み
る
と
'

反
別

七
二
町
二
反
六
畝

○
歩

反
別

七
〇
町
七
反
九
畝
一
四
歩

反
別

一
二
ハ
町

三
畝
二
〇
歩

反
別

四
一
町
八
反
九
畝

四
歩

反
別

一
五
町
九
反
六
畝
〓
ハ歩

反
別

二
〇
町
四
反
五
畝
1
四
歩

反
別

一
一
町
三
反
九
畝
二
七
歩

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
1
端

(大
野
)
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西
鴫
新
田

高

出
来
島
新
田

高

滞
島
新
田

高

材
木
置
場
預
地

高

八
三
石
三
斗
二
升
七
合

二
l三

石
四
斗
五
升
三
合

二
三
石
八
斗
八
升
三
合

六
六
石
六
斗
九
升
二
合

合

計

高
三
'
四
五
八
石
六
斗
八
升
四
合

反
別

一
二
町
二
反
三
畝
二
三
歩

反
別

二
三
町
八
反
八
畝

九
歩

反
別

五
町
二
反
七
畝
一
三
歩

反
別

五
町
瓦
反
五
畝
二
三
歩

反
別
三
九
五
町
七
反
五
畝
一
四
歩

と
あ
っ
て
'
合
計
高
が

一
致
し
'
外
の
中
嶋
新
田
(高
四
四
二
石
六
斗
六
合
･
反
別
四
九
町
一
反
四
畝
二
四
歩
)
お
よ
び
そ
れ
を
含
め
た
堤
井
路

池
沼
作
場
道
敷
地

一
五

一
町
七
反

一
七
歩
と

『大
阪
市
史
』
所
載
の
西
野
新
田
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
｡

二
'
大
坂

二

一条

･
大
津
蔵
納
米
お
よ
び
そ
の
他
の
米
売
払
代

幕
府
領
の
年
貢
米
を
納
入
す
る
蔵
と
し
て
は
'
江
戸
(涜
草
)
を
は
じ
め
二
条

･
大
坂

･
駿
府

･
大
津
な
ど
の
米
蔵
が
あ
っ
た
｡
こ
の
う

ち
上
方
の
蔵
は
二
条

･
大
坂

･
大
辞
の
三
で
あ
る
が
へ
二
条

･
大
坂
城
内
の
米
蔵

･
米
政
所
等
を
管
理
し
'
米
穀
の
出
納
を
掌
る
の
が
二

条

･
大
坂
の
蔵
奉
行
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
町
奉
行
支
配
に
属
し
'
手
代

･
蔵
番

･
小
粉
等
が
附
属
し
た
が
'
出
納
に
は
'
大
坂
の
例
で

い
え
ば
蔵
奉
行

･
大
番
組
蔵
日
付

･
城
代
家
士

･
両
定
番
与
力

･
両
町
奉
行
配
下
の
蔵
日
付
'
い
わ
ゆ
る
五
カ
所
日
付
が
臨
検
に
当
た
っ

(16
)

(17
)

た
.
大
津
蔵
奉
行
は
元
禄
十
二
年
四
月
二
十
二
日
堅
二
人
と
も
停
廃
さ
れ
'
大
枠
米
蔵
は
代
官
の
所
管
と
な
っ
た
の
で

あ

る

.

.

｢御
勘
定
帳
｣
に
は
二
条

･
大
坂

･
大
枠
各
米
蔵
納
米
の
売
払

代
が
'
二
条

･
大
坂
の
蔵
奉
行
'

大
津
代
官
兼
大
津
町
奉
行

(雨
宮

(18
)

庄
九
郎
)
約
で
記
さ
れ
て
お
り
'

こ
れ
に
代
官
遠
藤
新
兵
衛
の
播
磨
鉄
山

･
伊
予
銅
山
延
売
米
売
払
代
を
加
え
て

一
覧
に
し
た
の
が
表
6

で
あ
る
｡

表
6
で
ま
ず
目
立
つ
の
は
'
大
坂

二

一条
丙
蔵
納
米
に
は
売
払
米
畳
と
石
当
値
段
が
記
さ
れ
'
他
は
そ
れ
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で



あ
る
.
こ
れ
は
こ
の
二
位
の
米
売
払
代
が
他
の
米
売
払
代
と
性
格
が
只
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
｡
寛
文
七
年
十

1
月
十
七
日

(19
)

の
御
城
米
井
大
豆
納
弘
之
儀

二
付
御
召
付
に
よ
る
と
'
大
坂
御
城
米
は
毎
年
七
万
石
ず
つ
年
貢
米
を
も
っ
て
納
め
'

七
月

ま

で
は
三
年

米
'
八
月
よ
り
は
二
年
米
と
大
番
衆
合
力
米
に
渡
し
'
毎
年
三
千
石
ず
つ
納
め
る
大
豆
も
こ
れ
に
準
じ
'
残
余
の
三
年
米

･
大
豆
は
売
払

(加
)

-
こ
と
を
合
し
'
ま
た

1
万
石
の
二
条
定
式
囲
米
の
規
定
も
あ
る
が

'

｢
御
勘
定
帳
｣
の
大
坂

･
二
条
両
説
納
米
は
こ
れ
を
指
し
て
い
る
の

(21
)

で
あ
ろ
-
｡
な
お
大
坂
御
城
米
に
関
す
る
規
定
で
最
も
古
い
の
は
寛
永
七
年
六
月
二
十

一
日
の
党
で
あ
り
'
教
生
に
つ
い
て
は
承
応
三
年

(2
)

八
月
二
十
五
日
の

定

に
｢相
定
員
数
弐
拾
万
俵
｣
す
な
わ
ち

一
俵
三
斗
五
升
人
と
し
て
七
万
石
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
｡

そ
し
て
こ
の
御
奴
米
の
売
払
代
は
大
河
内
家
記
録
の
-
ち
に
み
え
る
二
条
大
坂
御
国
米
払
代
に
相
当
す
る
も
の
で
も
あ
る
｡
享
保
十
五

年
の
二
条
大
坂
御
国
米
払
代
は
銀
二
'
四
八
二
文
六
〇
〇
日
余
で
あ
る
か
ら
'
衷
6
で
は
こ
れ
と
比
較
し
や
す
い
よ
-
に
銀
換
井
計
を
示

し
'
ま
た
両
者
の
小
計
を
も
記
し
て
お
い
た
.
そ
の
代
鋲
は
元
禄
十
六
年
約

1
へ
五
五
五
文

〓
ハ
四
匁
余
'
宝
永
元
年
納
七
四
九
貫
六
六

一
匁
余
で
あ
る
か
ら
'
事
保
十
五
年
よ
り
は
少
統
と
な
っ
て
い
る
｡
な
お
つ
い
で
に
両
年
間
の
変
化
を
み
る
と
'
大
坂
蔵
納
米
売
払
畳
は

半
分
以
下
に
'
金
額
は
三
分
の
1
に
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
'
二
条
蔵
納
米
売
払
故
は

一
〇
倍
以
上
'
金
折
も

1
0
倍
近
く
増
加
し
て

い
る
が
'
二
条
蔵
納
米
売
払
鼓
が
少
量
で
あ
る
か
ら
'
全
体
と
し
て
は
減
少
し
て
い
る
｡

大
河
内
家
記
録
の
事
保
十
五
年

｢御
払
方
御
勘
定
帳
｣
に
は
二
条
大
坂
大
枠
長
崎
米
大
豆
払
代
が
別
に
記
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
'

御
国
米
=

御
城
米
以
外
の
も
の
で
あ
る
.
表
6
で
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
は
雨
宮
庄
九
郎

･
遠
藤
新
兵
荷
の
米
売
払
代
で
あ
ら
-
.
そ
れ

は
元
禄
十
五
年
鋲
約
四
九

〇
貫
目
'
宝
永
元
年
銀
約
六
四
〇
文
日
ほ
ど
で
あ
る
が
'
石
数
が
記
さ
れ
ず
'
お
よ
そ
七
千
石
余
と

1
万

一
千

石
余
に
当
る
で
あ
ろ
-
か
.
従

っ
て
大
坂
御
金
蔵
納
金
銀
花
関
す
る
両
年
の
米
売
払
凡ユーと
総
計
は
'
お
よ
そ
二
万
九
千
石
余

･
二
万
四
千
石

余
と
推
量
し
て
お
こ
-
｡
な
お
遠
藤
新
兵
荷
支
配
の
描
磨
鉄
山
は
千
種
鉄
山
'
伊
予
銅
山
は
元
禄
三
年
開
坑
の
別
子
銅
山
と
立
川
銅
山
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
'
鉱
山
へ
の
払
米
値
段
は
高
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
'
延
売
米
丑
は
も
-
少
し
減
る
か
も
し
れ
な
い
｡

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

四
九



分売払米量と納金銀

史
料
館
研
究
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要

第
四
号

五
〇

.売 払 米 量 石当銀tp 金 銀 l銀 換 算 .
計石 舟 両歩朱 文

王匁 貢 匁4,030.757 78.8 2,640 159,223.66 3

17,623.662,841.519 7̀1.9 1,700 102,305.

22 204,305.223,867.184 67.4 2,170 13

0,448.2 260,648.2.6,098.0898 68.8 3,490

210,048.58 419,448.582,572.8723 64.9 ■1

,390 . 83,579.42 166,979.422,463.9676 65
.9 1,350 81,375.47 162,375.4721,874.38977

0.Ol 12,740 766,980.551 1,531,380.55363.108565.5ー 396.1.2 1.1071 23,783.607'■22,237.4982 13,136.1.2 766,981.657ト .1,555,164.

157卜 1,913.3 94

,605.31 114,825.94,605.314,700

I 282,000.,1 19,750.0,2 861,5

86.9671 2,046,594.467売 払 米 量 石 当鋲 金 銀 銀 換 算

計石 . 匁 . 両歩朱 耳 匁 貢 匁3,113.565 61.6 1,

598 95,915.61 191,795.611,996.6728
58.3 970 58,206.02 116,406.02718.2701

39.7 237 14,295.33 28,515.333,482.84

07 51.9 1,500 90,759.44 180,759.449,31

1.3486 55.6 4,305 . 259,176.4 517,476.44,175.98496 55.6 1 3,869.2.2 7

.27I 232,184.7713,487.33356 8,174.2.2 259,183.671 749,



表 6 元禄16年 ･宝永元年納

元 禄 16 年 納 分

大坂蔵納元禄14年五放内.備中.芙作米売払

代I/ I/,筑前.豊前米売

払代:/ '' 捕磨.美作米

売払代大 坂 蔵 奉 行 /7 ,' 五放内.豊後 .豊前 .備
中米売払代〃 元禄15

年石見米売払代J</ I/ 描磨.石見

米売払代〃 小 計 .二 条 蔵 蛮 行 二条歳納元禄15年虫大損米

京都買入入札払代小 計雨 宮 庄 九 郎 大津歳納元禄1
3年近江.丹後米京都町人へ売払代

元禄15年丹後.丹波米売払代遠 藤 新 兵 衛 元禄15年年貢米持磨鉄山.伊

予銅山延米売払代ぬ 計宝 永 元 年 納 分

大坂歳納元禄15年五畿内.豊
後.豊前米売払代/' J<b 描磨

.美作米売払代=大 坂 歳 事 行

/y /y 五歳内米売払代I/ // 招磨米売払代// 小 計

二 条 蔵 奉 行 二条蔵納元禄15年虫入損米京都買入入札払

代小 計雨 宮 庄 ■九 郎 大枠歳納元禄14年近江米大

津町人へ売払代遠 藤 新 兵 術 ･元禄15
年年式米描磨鉄山.伊予銅山延



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

五
二

さ
て
右
の
大
坂
蔵
納
米
つ
ま
り
御
城
米
と
大
豆
は
'
次
項
に
触
れ
る
味
噌
や
'
城
内
西
九

･
玉
造
の
諸
蔵
に
貯
蔵
さ
れ
る
べ
く
規
定
さ

れ
て
い
る
塩

･
鰯
漬

･
松
魚
節

･
荒
和
布

･
干
蔵

･
薪

･
炭
な
ど
と
と
も
に
'
非
常
時
の
兵
根
と
し
て
囲
-
性
格
を
も
っ
こ
と
は
い
-
普

で
も
な
い
が
'
別
に
米
価
調
節
の
機
能
を
も
っ
て
い
た
と
思
え
る
｡
元
禄
十
五
年
七
'
八
月
は
九
州

･
四
国

･
播
磨

･
石
見

･
北
越

･
奥

州
筋
に
洪
水
が
あ

っ
て
田
畑
の
損
亡
多
く
'
筑
前
米

一
石
銀

一

〇〇
-一
一
〇
匁
と
こ
の
時
期
で
最
高
に
騰
貴
し
た
が
'
翌
十
六
年
に
至

っ
て
も
な
お
肥
後
米
九
二

-
三
匁
'
冬
に
は
讃
州
米

一
〇
〇
匁
と
値
が
下
ら
な
か
っ
た
｡
従

っ
て
古
米
と
は
い
え
こ
の
蔵
納
米
売
払
代
石

七

〇
匁
前
後
は
安
い
値
段
と
い
え
よ
-
.
宝
永
元
年
は
六
月
中
旬
よ
り
六
七

～
八
匁
に
下
り
'
十

1
月
に
は
諸
国
米
平
野
作
の
た
め
新
穀

3珂
凸

肥
後
米
四
五
～
五

〇
匁
と
下
落
し

た

｡

宝
永
元
年
の
大
坂

二

一条
丙
蔵
納
米
売
払
値
段
が
平
均
五
五

･
六
匁
に
下
っ.た
の
も
そ
の
た
め
で

あ
ろ
-
｡
大
坂
の
五
畿
内

･
豊
後

･
豊
前
米
売
払
代
納
は
蔵
奉
行
の
一
人
大
久
保
長
三
郎
の
四
月
七
日
大
坂
金
奉
行
転
出
以
前

で
あ

る

が
'
他
の
蔵
納
米
売
払
も
恐
ら
く
新
米
出
廻
り
以
前
と
考
え
て
よ
い
｡
あ
る
い
は
元
禄
十
六
年
も
含
め
て
大
坂
蔵
納
米
売
払
の
納
口
は
納

め
た
月
日
の
順
に
書
き
わ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
表
6
を

一
覧
す
れ
ば
わ
か
る
よ
-
に
'
石
当
値
段
の
順
序
は
大
坂
の
米
価
の
動
き
を

反
映
し
て
い
る
よ
-
に
思
え
る
の
で
あ
る
｡

宝
永
元
年
の
売
払
米
総
量
が
前
年
よ
り
減
少
し
た
の
は
'
米
価
高
騰
の
元
禄
十
六
年
に
よ
り
多
く
放
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

り
'
三
年
未
満
米
を
売
払

っ
て
い
る
こ
と
と
も
考
え
合
わ
せ
て
'
米
価
調
節
機
能
を
そ
こ
に
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
米
売
払

代
が
大
坂
御
金
蔵
納
金
銀
の
-
ち

一
割
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
'
同
時
に
財
政
補
取
の
意
味
を
も
も
つ
も
の
と

考
え
て
お
き
た
い
｡

三
'
大
坂
城
古
味
噌
売
払
代

所
司
代
格
家
来

･
丙
定
番
与
力

･
両
町
奉
行
与
力
の
元
禄
十
六
年
納
大
坂
城
同
十
三
年
肯
味
噌
売
払
代
金
二
四
四
両
二
朱

･
銀
六
匁
五



分
二
厘
'
同
じ
く
宝
永
元
年
納
元
禄
十
四
年
古
味
噌
売
払
代
金
二
六
1
両

1
歩

･
銀
三
匁
二
分
六
厘
に
つ
い
て
み
る
と
'
こ
れ
は
毎
年
十

二
月
蔵
奉
行
支
配
の
本
町
塩
噌
呑
屋
で
五
〇
〇
貫
目
入
三
七
桶

一
八
'
五
〇
〇
耳
目
の
味
噌
を
製
造
し
'
常
に
西
九
の
蔵
に
二
年
分
を
貯

(24
)

え
て
'
三
年
古
味
噌
を
毎
春
町
奉
行
所
で
入
札
さ
せ
商
人
に
払
下
げ
た
の
で
あ
る

が

'

こ
の
代
金
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
.
五
〇
〇
耳

目
人
橋
の
う
ち
蓋
味
噌

1
0
0
貫
目
を
損
じ
て
除
く
か
ら
払
正
味

1
四
'
八
〇
〇
貫
目
と
な
る
.
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
金

1
両
当
の
古
味
噌

は
六
〇
耳
目
余

･
五
七
貫
目
弱
と
な
ろ
-
0

四
'
酒
造
運
上

元
禄
十
年
十
月
'
幕
府
は
酒
造
家
に
販
売
街
五
割
の
辺
上
を
課
し
'
本
令
発
布
以
前
に
造
り
込
み
の
酒
も
こ
れ
に
準
じ
'
前
売
を
す
る

者
に
限
り
こ
れ
を
免
除
し
た
｡
そ
し
て
大
坂
に
つ
い
て
い
え
は
'
逆
上
取
立
遂
行
の
た
め
'
与
力
二
名
を
酒
改
方
に
任
じ
'
酒
役
所
を
位

(i:q)

い
て
惣
年
寄
に
酒
改
年
寄
を
選
ば
せ

た
｡

堺
も
同
株
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
-
｡

｢御
勘
定
蝦
｣
の
大
坂
酒
政
人
尼
崎
鼠
弥
兵
術

･
茨
木
良
多

兵
術
'
ま
た
堺
酒
改
役
人
小
刀
臣
庄
左
術
門

･
金
田
良
源
右
術
門

･
奈
良
良
九
兵
術
が
こ
れ
で
あ
る
.

こ
の
た
め
'
従
来
酒
値
段

1
升
銀
八
分
で
あ
っ
た
も
の
が

一
匁
三
分
に
脱
糞
L
t
密
造

･
脱
税
の
弊
事
が
起
こ
っ
た
の
で
'
幕
府
は
酒

造
米
以
外
の
米
購
入
を
禁
じ
'
酒
造
米
高
を
計
上
さ
せ
'
ま
た
は
新
た
に
酒
造
を
営
む
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
再
々
で
あ
っ
た
｡
こ
と
に

宝
永
三
年
'
酒
造
米
高
を
元
禄
十
年
の
五
分
の
一
に
減
ら
す
こ
と
を
命
じ
'
酒
造
街
と
酒
造
家
の
員
数
を
調
査
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡

酒
造
運
上
の
賦
課
は
'
酒
造
米
高
を
減
じ
て
米
価
隣
資
を
防
ぐ
こ
と
を
口
実
と
し
な
が
ら
'
実
は
酒
造
統
制
と
逆
上
収
入
に
よ
る
財
政

補
甑
を
目
的
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
'
い
わ
ゆ
る

｢元
禄
の
悪
政
｣
の
1
つ
で
あ
っ
た
の
で
'
宝
永
六
年
の
綱
菅
の
死
去
直
後
'
箔
座

･

(26
)

箔
運
上
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

｢御
勘
定
帳
｣
記
載
の
元
禄
十
六
･
宝
永
元
両
年
の
酒
造
運
上
総
統
は
表
3
-
A
･
B
に
記
す
と
お
-
で
あ
る
が
'
そ
の
内
訳
は
'
大

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
1
端

(大
野
)

五
三



史
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要
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四
号

五
四

坂
酒
改
役
人
酒
運
上
元
禄
十
六
年
納
銀
二
九
五
貫
目
'
宝
永
元
年
納
銀

一
八
五
貫
六
二
四
匁
余

(両
年
約
分
の
う
ち
元
禄
十
六
年
賦
課
分
を
合

計
し
て
み
る
と
銀
三
〇
〇
貫
六
二
四
匁
余
)'
堺
酒
改
役
人
元
禄
年
十
六
年
納
銀
111二
貫
目
'宝
永
元
年
納
銀
二
四
貫
四

1
0
匁
余
(元
禄
十
六
年

賦
課
分
銀
三
二
貢
四
一
〇
匁
余
)'
ほ
か
に
大
坂

･
堺
酒
運
上
残
銀
元
禄
十
六
年
納

一
一
貫
七
六
一
匁
余
'
代
官
辻
弥
五
左
稗
門
の
奈
良

･
寺

社
領
酒
造
運
上
元
禄
十
六
年
納
金
七
九
二
両
三
歩

･
銀
四
貫
二
六
五
匁
余

(銀
換
算
五
一
貫
八
二
〇
匁
余
)'
宝
永
元
年
納
金
八
五
一
両
二
朱

･
銀
五
貫
二
八
三
匁
余

(銀
換
算
五
六
琴
二
七
三
匁
余
)
で
あ
り
'
さ
ら
に
こ
の
ほ
か
の
代
官
支
配
所
の
酒
造
運
上
は
'
元
禄
十
六
年
納
小

野
朝
丞

(摂
浄
･
河
内
･
和
泉
･
小
豆
鴫
)銀
二
貫
三
一
八
匁
余
'
長
谷
川
六
兵
衛
(和
泉
･
河
内
･
摂
津
･
播
磨
･
丹
後
)
銀
三
貴
三
七
六
匁
余

が
あ
る
｡

右
以
外
の
代
官
支
配
所
の
酒
造
運
上
に
つ
い
て
は
'
石
原
新
左
南
門

･
岡
田
庄
大
夫
の
播
磨
旧
赤
穂
領
元
禄
十
六
年
納
'
石
原
(摂
津
･

播
磨
)
宝
永
元
年
約
に
年
貢

･
小
物
成
と
合
算
し
て
の
記
載
以
外
に
は
な
い
｡
た
だ
し
代
官
納
口
中
の
運
上

･
臨
時
物
な
ど
と
記
さ
れ
た

も
の
は
酒
造
運
上
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
'
そ
-
だ
と
し
て
も
ご
く
少
額
で
あ
ろ
-
｡
な
お
後
述
す
る
よ
-
に
長
崎
上
納
の
-

V物
凸

ち
に
も
'
元
禄
十
六
年
納
で
は
銀
三
〇
貫
四
七
一
匁
二
分
五
厘
六
毛
六
時
二
五
の
酒
運
上
が
含
ま
れ
て

い

る

か

ら
'
宝
永
元
年
納
に
も
当

然
同
額
程
度
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
｡

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
'
元
禄
十
年
以
降
の
酒
造
運
上
は
大
坂

･
奈
良

･
堺

･
長
崎
な
ど
の
都
市
に
課
せ
ら
れ
る
額
が
大
き
く
t
と

(班
)

く
に
大
坂
は
総
額
の
七
割
前
後
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
.
酒
運
上
の
総
額
は
六
千
両
と
い
わ
れ

る

か

ら
'
両
年
の
酒
造
運
上
七
千
な
い

し
五
千
両
は
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
と
い
っ
て
よ
い
.
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
は
江
戸
の
地
廻
り
酒
は
も
ち
ろ
ん
'
難
治
も
勃
興
以
前
で
あ

る
か
ら
'
こ
の
酒
造
運
上
は
上
方
都
市
酒
造
業
を
そ
の
主
対
象
と
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
よ
-
0

五
'
長
崎
運
上

･
上
納



｢御
勘
定
帳
｣
に
長
崎
町
年
寄
納
の
長
崎
運
上

･
長
崎
上
納
が
金
に
し
て
元
禄
十
六
年
六
七
'
〇
五
七
両
余

･
宝
永
元
年
七
二
'
四
二

五
両
弱
あ
り
'
納
金
銀
全
体
の
二
〇
～
二
四
%
は
ど
の
比
率
で
'
物
成

･
年
式

･
小
物
成
等
に
次
い
で
多
い
｡
こ
れ
は
財
政
収
入
の
中
で

ど
の
よ
-
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
-
か
｡

は
じ
め
に
こ
の
時
期
の
貿
易
制
皮
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
こ
-
.
幕
府
は
貞
軍
刀
年
市
法
貨
物
仕
法
を
廃
止
L
t
輸
入
生
糸
に
つ
い
て

は
糸
割
符
制
度
を
復
活
さ
せ
'
そ
の
他
の
貨
物
は
相
対
売
只
と
し
た
が
'
金
銀
の
国
外
流
出
を
抑
制
す
る
見
地
か
ら
'
翌
二
年
に
は
御
足

高
制
度
を
適
用
し
た
｡
そ
の
後
元
禄
八

･
九
年
の
両
年
'
江
戸
商
人
伏
見
鼠
四
郎
兵
術
の
出
院
を
容
れ
'
御
定
高
の
外
に
銅
代
物
替
貿
易

を
許
可
L
t
こ
の
条
件
と
し
て
運
上
を
課
し
た
｡
そ
し
て
同
十
年
に
は
長
崎
地
下
か
ら
の
出
航
を
容
れ
て
五
千
某
日
の
銅
代
物
番
を
長
崎

地
下
の
支
配
と
し
て
許
可
L
t
銅
代
物
啓
の
利
潤
中
よ
り
金

1
万
両
を
長
崎
に
与
え
'
そ
の
残
余
の
す
べ
て
を
迎
上
さ
せ
る

こ
と
と
し

た
.
こ
)
の
よ
-
に
'
幕
府
は
御
定
高
取
引
き
の
枠
外
に
貿
易
を
特
許
し
て
こ
れ
に
辺
上
を
課
し
'
利
潤
の
1
部
を
収
公
し
た
が
'
元
禄
十

年
八
月
に
至
っ
て
五
千
貫
目
の
銅
代
物
啓
と
そ
れ
よ
り
の
運
上
金
上
納
を
制
度
化
す
る
と
と
も
に
'
糸
割
符
に
改
正
を
加
え
'
相
対
売
買

せ
廃
止
し
て
評
価
売
買
法
を
適
用
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
｡
そ
し
て
そ
の
た
め
長
崎
貿
易
と
長
崎
地
下
配
分
等
に
関
す
る
業
務
を
掌
ど
る
長

崎
会
所
が
創
設
さ
れ
た
.
つ
い
で
同
十
二
年
の
勘
定
奉
行
荻
原
訳
秀
ら
が
長
崎
に
下
っ
て
行
な
っ
七
貿
易
事
情
調
査
に
基
づ
き
'
同
年
六

月
長
崎
運
上
金
制
度
が
設
定
さ
れ
た
が
'
こ
の
業
務
も
長
崎
会
所
が
行
な
-
こ
と
に
よ
っ
て
'
幕
府
は
長
崎
貿
易
の
官
営
化
す
な
わ
ち
貿

易
の
統
制
と
利
潤
の
収
公
体
制
を
形
成
し
た
の
で
あ

(a
)o

T
と
こ
ろ
で
長
崎
貿
易
の
主
要
な
輸
出
品
は
南
蛮
吹
に
よ
る
純
度
の
高
い
棒
鋼
で
あ
っ
た
.
幕
府
は
延
宝
六
年
大
坂
の
泉
良
ら
銅
昆
仲
間

の
貿
易
株
を
認
可
し
'
そ
の
独
占
を
認
め
て
い
た
が
'
元
禄
八

-十
年
に
は
前
記
の
と
お
り
他
の
商
人
に
代
物
啓
を
許
し
た
.
し
か
し
同

十

1
年
再
び
銅
昆
仲
間
に
銅
請
負
が
命
じ
ら
れ
は
し
た
も
の
の

'銅
の
央
荷
が
幕
府
の
決
め
た
中
国
船
六
四
〇
万
二
〇
〇
〇
斤

･
オ
ラ
ソ

ダ
船
二
五
〇
万
斤
の
額
に
達
ぜ
ず
'
結
局
同
十
四
年
の
大
坂
銅
盤
設
位
と
な
り
'
銅
座
に
銅
の
薫
荷

･
鋳
造

･
輸
出
に
関
す
る
1
切
の
菜

元
禄
末
期
に
お
け
る
範
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

五
五



史
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(班
)

務
を
管
理
さ
せ
て
'
銅
座
仲
間
を
そ
の
下
に
従
属
さ
せ
た
の
で
あ

る

.

従
っ
て
銅
座
設
置
は
長
崎
貿
易
の
官
営
化
に
対
応
す
る
措
置
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
-
0

さ
て
'
さ
い
き
ん
太
田
勝
也
氏
に
よ
っ
て
内
閣
文
捧
所
蔵
.
r崎
陽
紀
事
｣
収
録
の
長
崎
会
所
創
設
期
の
貿
易
利
潤
配
分
に
関
す
る
1
史

(31
)

料
が
紹
介
さ
れ
た
が
'
そ
の
-
ち
の

｢元
禄
十
五
午
年
長
崎
御
運
上
銀
御
勘
定
日
録
｣
の
収
支
を
み
る
と
中
国

･
オ
ラ
ン
ダ
船
銅
代
物
替

御
定
銀
高
五
千
貫
日
の
出
銀
三
'

1
二
八
貫

1
〇
四
匁
二
分
に
掛
出
糸
代

･
元
禄
十
四
年
銅
買
銀
引
残

･
同
十
五
年
銅
買
銀
引
残

･
唐
船

荷
物
蔵
新
築
地
之
地
千
金

･
金
線
昆
御
運
上

･
酒
御
運
上

･
長
崎
昆
源
右
南
門
拝
借
返
納
銀

･
長
崎
拝
借
返
納
銀

･
新
地
蔵
主
中
拝
借
返

納
銀
を
加
え
た
合
計
銀
六
'
四

T
O
貫
六
二
7
匁
九
分
七
毛
二
弗
の
収
納
に
対
し
'
右
渡
万
金
六
九
'
四
七
二
両
二
歩

･
銀
六
六
五
軍

1

i(
四
匁
三
分
七
毛
二
弗
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
右
波
方
の
-
ち
金
六
六
'
〇
二
四
両

1
歩

･
銀
六
1
貫
九
七
八
匁
五
分
七
毛
二
弗
は
註

記
が
な
い
こ
と
か
ら
'
太
田
氏
は
こ
れ
を
長
崎
地
下
配
分
金
あ
る
い
は
地
下
落
銀
と
推
定
し
て
い
る
｡

こ
の
勘
定
日
録
は
勘
定
所
下
部
機
関
と
し
て
の
長
崎
会
所
の
勘
定
所
宛
公
式
の
勘
定
日
録
の
写
で
あ
り
'
長
崎
町
年
寄
に
よ
っ
て
勘
定

仕
上
げ
が
な
さ
れ
'
翌
年
報
告
さ
れ
た
も
.の
で
あ
る
｡
他
方
こ
れ
と
幕
肝
公
式
帳
簿
で
あ
る

｢御
勘
定
帳
｣
の
元
禄
十
六
年
長
崎
町
年
寄

納
長
崎
運
上

･
上
納
金
銀
と
対
照
す
る
と
'
金
額
は
全
く

一
致
し
｣
銀
額
は
勘
定
日
録
の
弗
位
を
切
り
上
げ
た
数
字
と
な
っ
て
い
る
の
に

気
付
く
で
あ
ろ
-
｡
尤
も

｢御
勘
定
帳
｣
の
金
額
の
-
ち
金
六
'
0
0
0
両
は
同
十
六
年
分
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
加
え
た
も

の
か
'
前
年
納
分
に
十
五
年
分
金
六
'
〇
〇
〇
両
が
入
っ
て
い
た
の
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
｡
け
れ
ど
も

｢御
勘
定
帳
｣
の
数
字
よ
り
す

れ
ば
'
太
田
氏
の
推
測
は
誤
り
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
'
こ
の
金
銀
街
は
明
ら
か
に
長
崎
運
上

･
上
納
と
し
て
同
十
六
年
に
大
坂
御
金
蔵
に

納
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
な
お
勘
定
日
録
の
末
尾
に
は
'
元
禄
十
六
年
大
坂
御
蔵
納
高
と
し
て
銀
三
､
八
九

1
琴

二
八

7
匁
三
分
八
厘

三
毛
の
数
字
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
勘
定
日
録
に
よ
れ
ば
同
年
長
崎
で
は
金

一
丙
銀
五
八
匁
替
で
あ
る
か
ら
'
長
崎
運
上

･
上
納
金
銀
を
こ

れ
で
銀
換
算
す
る
と
三
'
八
九

一
文
二
八
五
匁
七
毛
二
弗
と
な
り
九
六
匁
余
の
差
が
あ
る
も
の
の
は
ば
合
致
す
る
と
い
っ
て
よ
い
｡



つ
い
で
に
右
の
勘
定
日
録
に
は
御
定
高
取
引
き
九
千
耳
目
の
分
は
含
ま
れ
ず
'
そ
の
利
潤
は
官
営
貿
易
の
枠
外
と
思
わ
れ
'
た
だ
そ
の

出
銀
中
お
よ
そ
年

1
'
五
〇
〇
耳
目
余
が
銅
買
鋲
と
し
て
長
崎
に
残
さ
れ
(銅
座
へ
の
貸
付
金
か
)'
代
物
替
収
納
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
'
元
禄
後
半
期
に
行
な
わ
れ
た
貿
易
改
正
に
よ
っ
て
'
元
禄
末
期
に
は
年
六
'
七
万
両
の
長
崎
迎
上
が
大
坂
御
金
蔵

に
収
納
さ
れ
'
幕
府
の
貿
易
利
潤
抽
出
に
よ
る
財
政
立
て
直
し
に
あ
る
程
度
の
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
-
0

六
'
鉱
山
道
上

｢御
勘
定
帳
｣
は
記
載
の
鉱
山
道
上
は
石
見
銀
山
と
摂
津
多
田
銅
山
の
も
の
だ
け
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
元
禄
十
六
年
井
口
次
右
術
門

納
同
十
五
年
分
石
見
銀
山
運
上
銀
二
八
文
八
七
五
匁
六
分
七
塵
'
宝
永
元
年
同
人
納
元
禄
十
六
年
分
同
銀
四
三
文
四
三
四
匁
八
分

1
厘

と
'
元
禄
十
六
年
長
谷
川
六
兵
術
納
同
十
五
年
分
多
田
銀
山
銅

･
録
響
(筋
1
酸
化
鉄
)
辺
上
金
九
〇
八
両
二
朱
で
'
そ
の
他
の
鉱
山
た
と

え
は
但
馬
生
野
銀
山
は
但
馬
国
よ
り
の
納
金
銀
記
載
を
欠
い
て
い
る
た
め
か
記
さ
れ
て
な
く
'
た
だ
前
述
の
招
磨
鉄
山

･
伊
予
銅
山
は
延

売
米
代
の
記
載
が
あ
る
の
み
で
あ
る
｡

石
見
銀
山
は
い
-
ま
で
も
な
く
同
国
湖
摩
郡
の
大
森
銀
山
の
こ
と
で
'
大
永

･
天
文
の
頃
開
発
さ
れ
た
が
'
成
長
六
年
大
久
保
長
安
が

奉
行
と
し
て
大
森
に
至
っ
て
以
来
盛
行
を
み
'
慶
長
期
山
主
安
原
術
中
知
種
が
釜
良
問
歩
よ
り

1
年
お
よ
そ
三
'
六
〇
〇
貫
目
の
銀
を
逆

上
と
し
て
指
し
出
し
た
と
い
お
れ
る
｡
記
録
の
確
か
な
延
宝
元
年
以
降
で
は
'
元
禄
四
年
の
六
二
五
貫
七
〇
四
匁
の
灰
吹
銀
産
額
が
最
高

(32
)

で
あ
っ
た
｡
元
禄
十
五
年
の
択
吹
銀
座
祝
は
二
〇
四
文
1三

七
匁
'
同
十
六
年
は
三
三
八
文
六
五
三
匁
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
を
元
禄
銀
に

(お
)

換
算
し
て
(石
見
択
吹
銀
1
貫
目
は
元
禄
銀
1
文
四
六
四
匁
に当

る
)
辺
上
の
比
率
を
み
る
と
'
九

･
七
%
と
八

･
八
%
と
な
る
｡
だ
い
た
い
こ

の
時
期
の
運
上
は
十
分
の
一
と
み
ら
れ
る
か
ら
'
は
ば
近
い
数
字
で
あ
ろ
-
0

多
田
銀
山
は
長
暦
元
年
に
産
銅
が
あ
っ
た
と
さ
れ
'
天
正
期
に
は
銀
山
の
開
発
も
あ
っ
て
繁
昌
し
た
｡寛
文
初
年
銀
銅
の
増
産
が
あ
り
'

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
1
端

(大
野
)

五
七



史
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八

最
盛
に
は
一
カ
年
銀

一
'

五
〇
〇
貫
目

･
銅
七
〇
万
斤

･
諸
運
上
銀
六
六
〇
貫
目
'
銀
山
町
戸
数
三
'
〇
〇
〇
軒
に
及
ん
だ
と
い
-
｡
そ

(別
)

の
後
や
や
衰
微
し
た
と
は
い
え
'
元
禄
七
年
の
産
銅
は
少
な
く
と
も
四
〇
万
斤
あ
っ
た
と
い
わ

れ

る

｡

｢御
勘
定
帳
｣
記
載
の
金
九
〇
八

両
余
の
運
上
が
､
仮
に
産
銅
十
分
の
一
の
道
上
と
運
上
額
六
分
の
一
の
口
銀
と
の
合
計
と
仮
定
し
て
み
る
と
'
元
禄
十
五
年
の
産
銅
は
九

万
三
千
貫
余
'
斤
に
直
す
と
約
五
八
万
斤
と
な
る
｡
運
上
の
中
に
は
振
替
運
上
も
含
ま
れ
て
い
る
L
t
翌
年
の
運
上
は
皆
無
で
あ
る
の
だ

か
ら
,
極
め
て
不
確
実
な
数
字
で
あ
る
が
,
宝
永
五
年
の
多
田
銅
の
大
坂
廻
善

同
三

万
五
五
≡

難

産

校
し
て
多
す
ぎ
る
と
は
思
-

も
の
の
､

一
つ
の
数
字
に
は
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
｡

｢御
勘
定
帳
｣
の
鉱
山
運
上
は
生
野
銀
山
の
そ
れ
を
欠
く
ほ
か
'
関
東
(東
日
本
)
の
佐
渡
金
山
'
秋
田
領

･
陸
奥
等
の
鉱
山
道
上
が
不

明
で
あ
る
に
せ
よ
'
こ
の
期
の
鉱
山
収
入
が
前
期
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
｡

七
'
淀
川
過
書
運
上

淀
川
過
書
船
は
伏
見
よ
り
大
坂

･
伝
法

･
尼
崎
間
を
往
来
す
る
川
船
で
'
年
二
〇
〇
枚
の
運
上
銀
を
納
め
'
公
役
を
勤
め
る
と
と
も
に

人
と
商
品
の
運
送
に
当
た
っ
た
｡
天
正
年
中
は
河
村
与
三
郎

･
木
村
孫
三
郎
'
慶
長
年
中
河
村
与
三
右
南
門

･
木
村
宗
右
衛
門
の
支
配
す

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
'
元
和
年
中
角
倉
与

一
･
木
村
宗
右
荷
門
の
二
名
が
奉
行
と
な
り
'
過
書
株

一
六
二
株
を
定
め
'
運
上
銀
を
四
〇

3蛸
E

〇
枚
に
増
し

た

｡

銀

一
枚
は
四
三
匁
で
あ
る
か
ら
'
四
〇
〇
枚
で
は
銀

一
七
貫
二
〇
〇
日
と
な
り
'
｢御
勘
定
帳
｣

の
木
村
源
之
助

･
角
倉
与

一
銅
の
淀

川
過
書
運
上
銀
紙
も
こ
れ
と
合
致
す
る
｡

八
'
大
坂
諸
川
船
運
上
と
沢
田
佐
平
太
舟
運
上



元
和
以
来
町
奉
行
所
の
公
認
を
得
た
大
坂
諸
川
船
は
城
米
の
輸
送

･
河
川
の
修
治

･
土
砂
の
運
搬
な
ど
公
用
の
さ
い
役
船
と
し
て
徴
発

に
応
ず
る
の
み
で
あ
っ
た
が
'
元
禄
三
年
正
月
江
戸
と
同
様
に
迎
上
銀
の
上
納
を
命
じ
ら
れ
た
｡
毎
年
十

1
月
十
四
日
'
上
荷
船
は
一
般

に
つ
き

一
カ
年
銀
六
匁
'
茶
船
四
匁
'
叙
先
船
八
匁
五
分
'
土
船
六
匁
四
分
'
大
石
船
六
匁
九
分
'
小
石
船
六
匁
'
砂
船
二
匁
七
分
'
足

形
船
は
大
小
に
応
じ
六
匁
八
分

-
八
匁
八
分
'
勧
進
小
船
二
匁
'
柏
原
船
五
匁
七
分
を
町
奉
行
所
に
上
納
す
る
と
'
二
十
三
日
に
極
印
役

は
右
運
上
銀
せ
御
金
蔵
へ
納
め

'
金
奉
行
よ
り
請
取
の
納
札
を
受
け
取
り
'
ま
た
別
に
川
船
迎
上
銀
勘
定
日
録
二
田
を
作
成
し
て
印
を
押

し
へ
町
奉
行
の
奥
印
署
名
を
請
い
'
右
目
録
写

1
冊
を
城
代
に
提
出
'
本
紙
二
冊
と
納
札
を
勘
定
所
へ
送
る
｡
勘
定
所
で
は
本
紙

1
冊
と

納
札
を
留
め
置
き
'
他
の
1
冊
に
奥
書
印
形
し
て
送
り
返
し
て
く
る
の
を
役
所
に
保
存
す
る
規
定
で
あ
っ
た
｡
か
く
し
て
辺
上
銀
の
賦
課

に
当
た
り
'
取
締
り
の
必
要
上
諸
川
船
の
隻
数
を
調
査
し
'
元
禄
八
年
四
月
川
舶
仲
間
か
ら
お
の
お
の
判
形
帳
を
町
専
行
所

に
投
出
さ

(37
)

せ
'
無
極
印
船
で
荷
物
を
墳
む
も
の
が
あ
れ
は
用
捨
な
く
処
罰
す
る
こ
と
を
逢

し

た
｡

さ
て
元
禄
三
年
に
運
上
が
課
せ
ら
れ
た
諸
川
船
は
全
部
で
三
'
四
二
六
般
'
こ
の
辺
上
銀
総
統
は
一
八
文
九
五
七
匁
八
分
に
な
る
｡
同

十
年
十
月
惣
年
寄
十
五
名
に
上
荷
船
三
〇
〇
紗

･
茶
船
二
〇
〇
舷
を
許
可
L
t
三
年
よ
り
九
年
に
至
る
ま
で
の
船
床
銀
九
七
井
九
五
四
匁

(刀
)

三
屋
六
毛
を
十
力
年
賦
に
年
九
貢
七
九
〇
日
ず
つ
上
納
さ

せ

'

ま
た
十
二
年
七
月
に
は
堀
江
新
地
繁
栄
の
た
め
新
土
船
二
四
娘
を
許
可
し

(39
)

た
｡
従
っ
て
こ
れ
以
後
の
諸
川
船
は
三
㌧
九
五
〇
般
'
道
上
銀
総
額
は
二
1
文
七

二

匁
四
分
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.

｢御
勘
定
帳
｣
の
大
坂
町
奉
行
納
大
坂
諸
川
船
運
上
銀
は
両
年
と
も
二
一
貫
六
二
六
匁
四
分
で
あ
る
か
ら
'
右
と
の
間
に
八
五
匁
の
差

が
あ
る
｡

次
に

｢御
勘
定
帳
｣
の
同
じ
納
口
に
記
さ
れ
る
佐
平
大
波
舟
巡
上
銀

1
九
五
匁
四
分
五
度
四
毛
は
'
延
宝
四
年
封
印
西
成
郡
大
道
村
沢

田
佐
平
次
が
江
戸
堀

･
土
佐
堀
の
下
流
と
南
伝
法

･
北
伝
法

･
九
条

･
六
軒
足
四
力
村
と
の
問
に
渡
船
を
討
負
い
'
元
禄
三
年
よ
り
課
せ

(40
)

(41
)

(42
)

ら
れ
た
運
上
銀
で
あ
る
｡
同
十
四
年
に
は
船
数
二
九
椴
を
数
え

､

運
上
銀
総
統
は
宝
暦
二
年
調
査
に
右
と
同
紙
が
記
さ
れ
る
が
'
す
で
に

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

五
九



史
料
館
研
究
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要
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四
号

少
な
く
と
も
元
禄
末
期
か
ら
こ
の
銀
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
.で
あ
る
｡

六
〇

九
'
掘
江
上
荷
船
運
上

堀
江
新
地
繁
栄
策
の
1
つ
と
し
て
元
禄
十

1
年
十
二
月
に
上
荷
船
五
〇
〇
概
が
許
可
さ
れ
'
翌
十
二
年
三
月
造
船
に
着
手
L
t
七
月
全

部
竣
工
し
た
｡
極
印
は
新
造
成
る
ご
と
に
受
け
'
営
業
年
限
は
同
年
三
月
よ
り
宝
永
五
年
ま
で
の
十
年
間
と
さ
れ
た
｡
掘
江
上
荷
船
は
大

小
二
種
あ
り
'
大
船
は
1
概
三
〇
石
符
で
1
0
0
鰻
'
小
船
は
1
頒
二
〇
石
街
で
四
〇
〇
舷
あ
っ
た
｡
大
船
の
-
ち
六
〇
肢
は
廻
船
仲
間

借
受
船
で
'
船
床
銀
は
1
カ
月

1
般

1
八
匁
五
分
'
他
の
四
〇
肢
の
大
船
の
船
床
銀
は
同

1
六
匁
'
小
船
の
船
床
銀
は
同
じ
く

二
二
匁
と

決
め
ら
れ
'
船
床
銀
総
計
は
一
カ
年
銀
八
三
貫
四
〇
〇
日
'
金
換
算

1
'
三
九
〇
両
と
な
る
が
'
う
ち
金
五
〇
〇
両
を
道
上
金
と
し
'
残

銀
は
内
川
汝
の
経
費
に
あ
て
る
も
の
と
し
た
｡
惣
年
寄
木
星
七
郎
左
荷
門

･
中
村
左
近
右
荷
門

･
書
文
字
臣
三
郎
兵
術
三
人
が
船
床
銀
の

徴
収
に
当
た
り
'
そ
の
報
酬
と
し
て
各
人

一
カ
年
銀

一
文
日
の
役
料
を
受
け
た
が
'
元
禄
十
六
年
十
二
月
の
堀
江
三
十
三
町
三
郷
分
属
の

さ
い
'
三
人
の
堀
江
上
荷
船
支
配
と
役
料
給
与
を
廃
止
し
:
毎
郷
よ
り
交
代
で
惣
年
寄

1
人
を
出
し
船
床
銀
の
徴
収
に
当
た
ら
せ
た
と
い

(43
)

毛

ノ0
｢御
勘
定
帳
｣
記
載
の
元
禄
十
六
年
南
組
惣
年
寄
青
文
字
臣
三
郎
兵
衛

･
北
組
惣
年
寄
木
星
七
郎
右
南
門
納
お
よ
び
宝
永
元
年
南
組
惣

年
寄
住
吉
昆
藤
左
南
門

･
同
鎗
臣
又
兵
術
約
の
掘
江
上
荷
船
運
上
金
各
五
〇
〇
両
は
右
の
記
述
と
合
致
す
る
が
'
元
禄
十
六
年
納
は
南
北

両
組
惣
年
寄
各

1
人
で
天
満
組
を
欠
き
'
宝
永
元
年
納
惣
年
寄
は
二
人
と
も
南
組
で
は
あ
る
も
の
の
1
人
と
は
な
っ
て
い
な
い
｡

一
〇
､
堀
江
新
地
三
十
三
町
地
代
金

｢御
勘
定
帳
｣
の
元
禄
十
六
年
大
坂
惣
年
寄
多
米
由
悦

･
住
吉
臣
藤
左
荷
門
約
の
地
代
金
'
宝
永
元
年
同
伊
勢
村
新
右
荷
門
約
の
地
代



金
各
五
'
〇
八
二
両
二
歩
は
堀
江
新
地
の
地
代
金
で
あ
る
｡

幕
府
は
天
和
三
年
若
年
寄
稲
葉
正
体

･
日
付
彦
坂
重
紹

･
勘
定
頭
大
岡
防
露
ら
に
摂
河
両
国
の
水
路
を
巡
見
さ
せ
'
河
村
義
通

(鶴

質
)
に
命
じ
て
淀
川
下
流
の
治
水
工
事
を
実
施
さ
せ
た
｡
義
通
は
ま
ず
貞
軍
刀
年
二
月
九
条
島
を
開
墾
し
て
安
治
川
を
新
た
に
通
じ
'
元

禄
元
年
堂
島
新
地

･
安
治
川
新
地
な
ど
を
開
い
た
｡
つ
い
で
同
十

一
年
掘
江
新
地
三
十
三
町
の
開
発
に
着
手
し
た
｡
堀
江
は
西
横
相
川
以

西
'
長
堀
以
南
'
道
頓
堀
以
北
の
地
域
で
'
も
と
上
下
難
牧
村
に
属
し
'
南
部
の
T
部
を
除
い
て
1
両
の
畠
地
で
あ
っ
た
が
'
故
地
は
西

根
堀
川
か
ら
堀
江
の
中
央
部
を
縦
断
し
て
木
浮
川
に
注
ぐ
長
さ
1
二
町
1
五
間
五
尺

･
巾
三
〇
問
の
新
河
道
掘
江
川
を
開
磐
L
t
御
地
通

六
町

･
北
堀
江
五
町

･
南
堀
江
五
町

･
橘
通
八
町
'
ま
た
道
頓
堀
南
岸
を
串
町
五
町
に
分
け
'
さ
ら
に
安
治
川
南
の
富
岳
と
淀
川
旧
河
道

の
古
川
を
富
岳
二
町

･
古
川
二
町
に
分
け
て
'
合
わ
せ
て
三
十
三
町
の
開
発
を
行
な
い
'
十

一
月
希
望
者
に
配
分
し
た
｡
配
分
を
受
け
た

者
は
四
五

一
軒

･
六
七
四
役

(内
無
役
四
一
役
)
で
'
三
十
三
町
地
代
金
合
計
は
一
四
万
〇
〇
九

一
両

1
歩
'
こ
の
-
ち
銅
座
拝
借
地
そ
の

他
空
地
分
三
'
八
〇
〇
両
を
減
じ
'
残
硫

二
二
万
六
二
九

一
両

1
歩
を
十
分
L
t
毎
年

1
万
111六
二
九
両
二
朱
ず
つ
十
力
年
賦
に
上
納
す

べ
く
命
じ
ら
れ
た
｡

堀
江
新
地
の
家
作
が
で
き
る
と
'
町
奉
行
は
町
々
に
合
し
て
請
出
餌
を
挺
出
さ
せ
'
茶
臣

･
煮
充
足

･
水
茶
良

･
場
屋

･
髪
結
床
の
諸

株
'
芝
居
三
カ
所
を
許
可
し
た
の
を
は
じ
め
'
掘
江
上
荷
船

･
新
土
船
'
近
著
宿
'
好
物

･
生
魚

･
油

･
夜
店
の
市
'
能
舞
台

･
勧
進
相

撲
な
ど
を
許
し
て
'
新
地
の
繁
栄
策
を
計
っ
た
O
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
移
転

･
妊
集
に
多
祝
の
出
費
を
要
し
た
新
地
町
人
は
'
元
禄
十

二
年
十

1
月
第

一
回
の
地
代
金
年
割
上
納
期
に
至
っ
て
も
約
束
の
如
く
上
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
｡
町
挙
行
は
町
人
の

窮
状
を
参
酌
し
て
'
十
二
月
南
北
軸
江

･
橘
通

･
御
地
通
な
ら
び
に
樋
監
数
は
定
街
の
二
分
の
1
.
富
岳

･
古
川

･
幸
町
は
十
分
の
1
.

総
計
五
'
二
三
〇
両

1
歩
を
上
納
さ
せ
た
.
し
か
る
に
同
十
三
･
十
四
両
年
も
ま
た
地
代
金
の
上
納
が
不
能
と
な
り
'
延
期
を
欺
顧
し
た

の
で
'
毎
年
遅
滞
な
-
上
納
可
能
な
金
額
を
書
き
上
げ
さ
せ
た
と
こ
ろ
'
北
堀
江

･
御
地
通
は
定
頂
の
三
分
'
掴
堀
江
は
二
分
半
'
辛
町

元
存
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

六
一



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

六
二

は
二
分
'
橘
通

･
富
岳

･
古
川
は

一
分
'
樋
屋
敷
は
五
分
の
祈
り
で
合
計
≡
'
〇
四
八
両

一
歩
二
朱
を
上
納
す
る
旨
答
え
た
の
で
'
同
十

五
年
十

1
月
に
納
め
さ
せ
た
O
ま
た
十
三

･
十
四
両
年
末
進
金
も
右
の
頼
り
を
も

っ
て
計
六
'
〇
九
六
両
三
歩
を
十
五
年
よ
り
宝
永
元
年

ま
で
三
年
間
に
各
二
'
〇
三
二
両

一
歩
ず

つ
分
納
さ
せ
た
｡
そ
し
て
さ
き
の
元
禄
十
二
年
十
二
月

･
十
五
年
十

1
月
に
続
き
'
十
六
年
十

(3
)

1
月

･
宝
永
元
年
十
二
月
の
四
度
で
合
計
金
二
万
〇
四
七
五
両
三
歩
二
朱
の
地
代
金
を
上
納
し
た
の
で
あ

る

｡

な
お
右
の
街
り
で
計
算
す

る
と
二
万
〇
四
七
二
両
二
朱
と
な
る
の
で
'
『
大
阪
市
史
』
の
編
者
は
先
の
数
字
に
傍
注
し
て
疑
問
に
付
し
て
い
る
が
'
｢
御
勘
定
帳
｣
の

記
載
に
明
ら
か
な
よ
-
に
'
元
禄
十
六

･
宝
永
元
両
年
の
地
代
金
は
各
三
'
〇
五
〇
両

1
歩
ず

つ
上
納
さ
れ
て
い
る
か
ら
'
先
の
数
字
す

な
わ
ち

『
大
阪
編
年
史
』
第
六
巻

｢藤
井
氏
覚
書
｣
の
合
計
金
額
は
正
し
い
の
で
あ
る
｡

註
(
1
)

『
大
阪
市
史
』
第

一
'
二
八
八
-
二
八
九
京

(
2
)
前
掲
拙
稿
収
載

(
3
)
石
井
艮
助
嗣

『
近
世
法
制
史
料
集
』
勘
定
奉
行
約
八
二

(
マ
イ
ク

ロ

･
フ
イ
ル
ム
版
)
所
収

(
4
)
大
沢
元
太
郎

｢近
世
の
預
所
に
就
い
て
｣
(『歴
史
地
理
』
七
七
巻

二
号
)
に
よ
れ
は
酒
井
左
南
門
尉
預
所
羽
前
丸
岡
餌

1
万
石
が
あ
る

が
'
こ
の
.時
期
に
は
預
所
廃
止
の
方
針
に
よ
り
消
減
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
｡

(5
)

『誠
斎
雑
記
』

｢御
取
箇
辻
召
付
｣
(『江
戸
正
喜
』
巻
の
八
'

1

九
三
貢
)
に
よ
る
｡

(
6
)
前
掲
拙
稿
⇔
･
臼
収
載

(
7
)
享
保
期
の

物成
等
の
分
析
の
詳
細
は
別
稿

｢
享
保
改
革
と
幕
府
財

政
｣
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
8
)
田
谷
博
書

『
近
世
銀
座
の
研
究
』
七
七
-
七
九
貢

(9
)
松
好
貞
夫

『
日
本
両
替
金
融
史
論
』
二
三
〇
-
二
四
二
京

(
10)
中
井
信
彦

『
幕
藩
社
会
と
商
品
流
通
』

一
八
九
-

一
九
七
頁

(11)
『
日
本
経
済
大
典
』
第
二
十
二
'

一
一
五
貢
｡
な
お
松
本
四
郎
氏

も
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(｢寛
文
-
元
禄
期
に
お
け
る
大
名

貸
し
の
特
質
｣
-

｢町
人
考
見
錠
｣
に
み
え
る
郡
波
九
郎
左
南
門
家

を
中
心
に
-

『
三
井
文
庫
論
叢
』
創
刊
号
)
｡

(
12
)
小
葉
担
揮
『
日
本
鉱
山
史
の
研
究
』
七
1
九
貢

(
13
)

『
大
阪
市
史
』
第

1
'
三
五
五
-
三
五
六
京

(14
)
同
､
四
六
三
-
四
六
六
貢

(

1
5

)

『
大
阪
編
年
史
』
第
六
巻
'
五
〇
四
-
五
〇
七
京

(
16
)

『
大
阪
市
史
』
第
1
.
二
八
九
-
二
九
〇
五
'

『
日
本
経
済
史
辞



典
』

(
17
)

『
徳
川
実
紀
』

｢常
態
院
殿
御
突
紀
｣
巻
珊
九

(
18
)
雨
宮
庄
九
郎
寛
長
は
武
鑑
等
で
は
大
津
町
奉
行
と
の
み
記
さ
れ
'

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
輯
五
〇
八
京
で
は
御
代
官
と
の
み
あ
っ

て
大
津
町
奉
行
に
任
じ
た
記
事
が
な
い
が
'
｢大
枠
百
般
船
由
来
｣

(『大
枠
市
史
』
下
巻

1
七
八
京
)
に
は
｢御
代
官
大
枠
町
奉
行
誰
符
｣

と
あ
り
'
こ
れ
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
｡

(
19
)

『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
'
二
〇
〇
八
号
｡
な
お
同
令
で
は
大

豆
三
十
石
と
あ
る
が
'

『
条
令
拾
迫

』
に
は
大
豆
≡
千
石
と
あ
る
の

で
'
誤
組
で
あ
ろ
う
｡

(
20
)
同
'
二
〇

1
二
号

(
21
)
同
'

一
九
九
九
号

(22
)
同
'
二
〇
〇
五
号

(盟
)
草
間
直
方
｢三
貸
回
虫
｣
物
価
之
部

(『
日
本
経
済
大
典
』
第
四

十
､
九
九
1

一
〇
〇
京
)

(
2
)

『
大
阪
市
史
』
第
1
'
三
六
六
京
.

『
大
阪
桐
年
配
』
約
六
巻
'

四
三
〇
1
四
三
一
貫

(
25
)
(
26
)
『大
阪
前
年
史
』
第
六
巻
'
三
八
九
-
三
九
〇
京
｡

『
大
阪

市
』
史
第

1
'
五
三
五
-
五
三
六
頁
｡

(
27
)
太
田
勝
也

｢長
崎
会

所
創
設
期
の
貿
易
利
潤
配
分
に
関
す
る
1
史

料
｣
(『史
学
雑
誌
』
七
九
嗣

二

号
)

(公
)
新
井
白
石

『折
た
く
柴
の
記
』
(岩
波
文
砕
版
)九
九
貫
｡

『
大
日

本
盲
記
録
』
｢新
井
白
石
日
記
｣下
'
八
二
-
八
三
京
'
宝
永
六
年
二

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

月
三
日
粂

(
g;)
主
と
し
て
太
田
前
掲
稿
､
同

｢長
崎
会
所
の
判
設
と
貿
易
官
営
化

に
つ
い
て
｣
(『
日
本
歴
史
』
二
五
七
･
二
五
八
号
)
に
よ
る
｡
他
に

森
岡
美
子

｢長
崎
貿
易
に
お
け
る
関
税
｣
(『文
化
』

一
八
巻

一
号
)'

箭
内
健
次

『
長
崎
』'
中
田
易
直

｢糸
割
符
の
変
遊
｣
(『
国
民
生
活

史
研
究
』
㈱
所
収
)､
山
脇
悌
二
郎

『
長
崎
の
㍍
人
穴
易
』
等
参
照

(30
)
永
耕
洋

子｢大
坂
銅
座
｣
(『
日
本
産
共
兜
大
系
』
近
畿
地
方
用
'

四
〇
八
貫
以
下
)

(
3
)

太
田
前
掲
稲

(32
)

『
島
板
県
史
』
九
､
六
七
八
東

(
33
)
択
咲
銀

(上
銀
)

1
文
月
に
元
禄
銀

一
文
五
六
二
匁
五
分
引
啓
と

の
こ
と
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は

｢銀
山
要
袋
･
銀
山
旧
記
｣
の
記
載

に
従
っ
た

(『新
修
島
板
県
史
』
史
料
用
3
､
三
八
東
)｡
石
見
択
吹

銀
の
品
位
は
上
銀
よ
り
多
少
落
ち
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

(3
)
小
薬
田
前
掲
容
'
七
1
四
-
七
二
1
京

(35
)
同
'
七
三
四
貢

(36
)

『
大
阪
市
史
』
第

1
.

1
七
五
京

･
三
三
九
-
三
四
〇
京

(
37
)
同
､
五
1
六
-
五
1
七
京
｡

『
大
阪
嗣
年
史
』
第
六
巻
'
二
八
三

1
二
八
七
頁

(
38
)

『
大
阪
嗣
年
史
』
第
六
巻
､
三
八
二
式

(39
)
同
'
二
八
四
-
二
八
七
京
･
三
八
〇
-
三
八
二
丈

･
四
六
四
I
四

六
五
京

(40
)
同
'

一
四
八
京

六
三



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

(
41

)

同
､
四
八
九
貢

(

4
2

)

『大
阪
市
史
』
第
1
､
五
二
六
貢

(43
)
同
'
五
一
九
貫
｡

『大
阪
編
年
史
』
第
六
巻
'
四
二
八
I
四
三
〇

六
四

貢

(44
)

『大
阪
市
史
』
第
1
'
四
六
七
-
四
七
〇
貢
.

『大
阪
飼
年
史
』

第
六
巻
'
四
二
二
京
･
五
〇
七
-
五
〇
八
貢

結

び

に

か

え

て

-

幕
府
財
政
経
済
に
お
け
る
大
坂
御
金
蔵
の
位
置
と
元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
1
端
-

元
禄
末
期
の
幕
府
領
石
高
は
先
述
の
よ
-
に
四

〇
〇
万
石
に
達
し
て
お
り
'
こ
れ
に
対
し
幕
府
勘
定
所
納
金
銀
は
金
七

〇
万
両
も
し
く

(1
)

(2
)

は
七
六
'
七
万
両
と
い
-
数
字
79
あ
る
か
ら

(因
み
に
享
保
七
～
十
六
年
平
均
は
金
八
六
万
九
四
六
八
両
余
)'
大
坂
御
金
蔵
納
金
銀
元
禄
十
六

年
金
三
三
万
六
八
三
七
両
余

･
宝
永
元
年
金
l
元

万
八
九

一
二
両
余
は
'
幕
府
勘
定
所
納
金
銀
の
四
割
前
後
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
｡
そ

し
て
両
年
の
大
坂
御
金
蔵
払
金
銀
は
金
二
二
万
二
九
四
五
両
余

･
二
六
万
二
七
八
八
両
余
で
あ
る
か
ら
'
各
々
納
金
銀
の
六
六

二

一%
'

八
七

･
九
%
が
支
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(以
上
表
2
参
照
).

前
に
も
述
べ
た
よ
-
に
こ
の
支
出
の
内
訳
は
全
く
記
さ
れ

て

い
な

い

が
'
幕
府
の
大
坂

･
京
都
な
ど
に
お
け
る
支
出
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
か
ら
'
大
部
分
が
大
坂
御
金
蔵
銀
御
為
替
と
し
て
江
戸
御
金
蔵
へ

(3
)

送
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
-
｡

｢
正
金
銀
私
考
｣
二
条
大
坂
よ
り
御
金
銀
江
戸
へ
為
替
納

二
任
侠
事
に

五
根
内
中
国
筋
御
物
成
金
銀
'
其
外
諸
運
上
'
大
坂
御
遣
方
残
米
払
代
等
'
大
坂
御
金
蔵

へ
納
供
上
'
江
戸
へ
御
取
寄
に
成
侯
分
'

井
二
条

･
大
津
御
払
米
代
銀
'
江
戸
表
へ
御
取
寄
に
成
供
分

ハ
'
江
戸

･
京

･
大
坂

に
て
'

身
元
宜
町
人
共
へ
為
替
申
付
'
家
賃

為
差
出
置
'
右
家
質
之
金
高
に
応
じ
'
大
坂
御
金
蔵
よ
り
'
毎
月
二
度
充
金
銀
相
渡
'
日
数
九
十
日
延
江
戸
御
金
蔵
へ
相
納
申
侯
'

但
御
金
高
御
取
寄
之
節
'
又
ハ
日
延
納
に
難
成
急
御
用
之
節

ハ
'
急
為
替
に
て
納
さ
せ
'
或

ハ
在
番
之
大
御
番
宰
領
に
て
'
御
取
寄

被
成
侯
俵
も
希
に
御
座
候



表 丁 享保11年大坂御金蔵御為替金銀の内訳

項 目 l 金

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

銃 1金 換 算 l比 率

前年物成 ･前 年々物成残

口米 ･ロ銀

小物成

高掛物

五歳内国役

上ケ米 ･上ケ米払代
大坂囲米大豆払代 ･同語替
代 ･舌味噌払代
前 年々長時運上

前年長崎運上

長崎前借金年賦返納

銅山運上

銅山買訪米代

銅山師拝借返納

大坂緒川船運上･地代金等

諸遵上

地代金

諮年賦返納

渚払代

雑

項目不明

文 匁

2,159,833.091

281,249.825

175,816.744

29,770.2

250,548.13

590,137.48

1,917,744.675

10.691

60,114.72

127,500

540.18

43,775.332

7,473.85

7,610.84

132,839.79

2,081.09

40.382.92

200,040.695

35,997.218

4,687.497

2,930.279

496.170

4,175.802

9,835.625

39,945.411

18,443.678

45,945

2,072

1,051.912

2,125

509.003

1,632.339

124.564

413.347

2,213.997

38,935

704.549

3,334.012

計 巨 6･218 ･ 2I 6,027･470･2531176･676･3381100･0
(往) 2以上にわたる項目の御為替は適重なものに一持した｡金1両紙60匁野｡

露

為
替
2
着

為
替
十
人
組

-三

井

組

上

田

組

と
あ
る
.
い
っ
ぽ

-
-
少
し
時
期
は
下
る
が

(4
)

享
保
十

一
年
の

｢
御
為
替
金
銀
配
分
帳
｣

に
よ
る
と
'
十
人
組

二
二
井

･
菱
良

･
田

中

･
川
口
が
請
負

っ
た
大
坂
御
金
蔵
銀
御

為
替
の
二

～十
二
月
総
計
は
'
金
七
万
六

二
一
八
両
二
歩

･
銀
六
'

〇
二
七
貫
四
七

〇
匁
二
分
五
厘
三
毛
で
あ
り
'
金
に
換
算

す
る
と

一
七
万
六
六
七
六
両

一
歩
余
で
あ

る
｡
そ
の
内
訳
は
表
7
に
示
し
た
が
'
物

成
の
比
率
が
少
な
い
の
は
大
坂
に
お
け
る

支
出
が
物
成
銀
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
-
か
｡
享
保
後
期
に
特
有

の
上
ケ
米
･同
払
代
'
元
禄
･宝
永
の
酒
造

逆
上
を
除
外
す
れ
ば
'
他
は
表
3
-
A
･

六
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

B
と
似
た
金
額
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
'
右
の
推
測
は
ほ
ぼ
証
明
し
-
る
で
あ
ろ
う
｡

続
い
て
大
坂
御
金
蔵
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
し
よ
-
｡
大
坂
御
金
蔵
の
管
轄
地
域
が
丹
後

･
丹
波

･
近
江

･
大
和
以
西
の
幕
領
諸

国
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
｡

(5
)

大
河
内
家
記
録
の
享
保
十
四

･
十
七
両
年

｢御
代
官
井
御
預
所
御
物
成
納
払
御
勘
定
帳
｣
の
物
成
貨
幣
納
の
地
域
的
差
違
を
み
る
と
次

の
こ
と
が
判
明
す
る
｡
両
年
と
も
'
丹
後

･
丹
波

･
近
江

･
大
和
以
西
の
代
官
所

･
預
所

･
奉
行
附
の
物
成
貨
幣
約
は
銀
約
を
主
と
し
た

金
銀
両
建
て
で
あ
る
.
す
な
わ
ち
各
支
配
所
と
も
銀
約
が
必
ら
ず
な
さ
れ
'

1
部
金
銀
両
建
て
納
で
あ
る
が
'
金
納
の
量
は
比
較
的
少
筋

で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
'
越
前

･
美
濃

･
伊
勢
以
東
の
代
官
(郡
代
)
所

･
預
所

･
奉
行
附
の
物
成
貨
幣
約
は
金
納
の
み
で
銀
納
は
一
例
も

(6
)

な
い
｡
ま
た
天
保
九
年

･
十
二
年

･
文
久
三
年
の

｢御
代
官
井
御
預
所
御
物
成
納
払
御
勘
定
帳
｣
な
ど
で
も
上
方
(西
日
本
)
の
銀
納
を
主

(7
)

に
し
た
金
銀
両
建
て
納
'
関
東
(東
日
本
)
の
金
建
て
納
の
原
則
も
基
本
的
に
は
変
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
'
丹
後

･
丹
波

･
近
江

･
大
和
以
西
と
越
前

･
美
濃

･
伊
勢
以
東
で
は
､
幕
領
に
お
け
る
物
成
貨
幣
約
の
あ
り
方
が

明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
-
｡
筆
者
は
こ
れ
を
仮
に
銀
建
て
年
貢
諸
国
(上
方
=

西
日
本
)
と
金
建
て
年
貢
諸
国

(関
東
-
東
日

本
)
と
呼
ん
で
お
く
｡
し
か
し
こ
の
差
が
明
瞭
な
の
は
地
方
よ
り
代
官

･
奉
行

･
預
所
大
名
へ
納
め
る
物
成
貨
幣
の
種
頬
で
あ
り
'
そ
こ

か
ら
幕
府
御
蔵

･
御
金
蔵
へ
の
納
付
方
法
は
必
ら
ず
L
も
単
純
で
は
な
い
｡

(8
)

後
期
の
例
で
は
あ
る
が
'

｢天
保
十
二
年
書
抜
帳
｣
に
各
代
官
所

･
預
所
ご
と
の
高

･
取
立
物
成
の
ほ
か
に
波
方
つ
ま
り
現
地
支
出
分

の
明
細
と
残
の
御
蔵
納
量
が
記
さ
れ
'
ど
こ
の
蔵
へ
納
付
さ
れ
た
か
が
判
明
す
る
｡
そ
の
御
蔵
納
量
を
御
蔵

･
御
金
蔵
ご
と
に
集
計
し
た

の
が
表
8
-
A
･
B
で
あ
る
が
'
個
別
の
数
字
に
誤
写

･
誤
植
等
が
あ
る
と
思
わ
れ
'
い
ず
れ
も
集
計
と
原
記
載
総
計
と
が

一
致
し
な
い

の
で
'
お
よ
そ
の
煩
向
と
理
解
さ
れ
た
い
｡

ま
ず
金
建
て
年
貢
諸
国
=

関
東
諸
国
は
'
佐
渡

一
国
す
べ
て
佐
州
御
金
蔵
約
で
あ
る
以
外
は
､
原
則
と
し
て
江
戸
御
金
蔵
約
で
あ
り
'



表 8-A 天保12年幕府訳物成米御蔵納畳

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

(往) ｢天保十二年番抜帳｣より作成.原史料の総計は

554,871石65203｡個別の数字に誤り多いので.石未Tl指切り捨て｡ 表 8-B 天保12年幕府銃物成金銀御金蔵納畳関 東 諸 国 上 .方 諸 国 幕 府 統 計 l金 換 辞 計江戸御金蔵納(含江戸uZl銭的) 金銀
両余 %344,995匁余 94.97 匁余1,140匁余4,657,717 形30.8 両余346,135匁余4,657,7
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史
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第
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号

六
八

甲
斐
甲
府
代
官
所
に
甲
府
御
金
蔵
'
越
後
の
1
預
所
に
大
坂
御
金
蔵
納
銀
分
納
が
あ
る
の
が
例
外
で
あ
る
｡
い
っ
ぼ
-
銀
建
て
年
貢
諸
国

-1
上
方
諸
国
は
金
の
ほ
と
ん
ど
が
江
戸
御
金
蔵
納
'
銀
も
三
割
余
が
江
戸
御
金
蔵
納
で
あ
る
.
す
な
わ
ち
五
故
内
の
1
部
が
す
べ
て
大
坂

御
金
蔵
納
'
皆
銀
約
の
大
和
が
江
戸
御
金
蔵
で
あ
る
こ
と
を
除
外
す
れ
ば
'
原
則
的
に
銀
は
一
部
分
江
戸
御
金
蔵
分
納
を
伴
な
-
大
坂
御

金
蔵
鍋
で
あ
る
｡

つ
い
で
に
こ
の
史
料
の
物
成
米
御
蔵
約
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
こ
-
｡
関
東
諸
国
で
は
越
前

･
胡
後

･
出
羽
の
北
国
筋
日
本
海
沿
岸
諸

国
に
一
部
分
大
坂
御
蔵
分
納
が
あ
る
以
外
は
原
則
と
し
て
江
戸
御
蔵
約
で
'
駿
河

･
甲
斐
に
駿
府

･
清
水

･
甲
府
御
蔵
分
納
を
伴
な
-
例

が
あ
る
｡
な
お
信
濃

･
能
登
は
皆
金
納
で
米
約
が
な
く
'
佐
渡
は
す
べ
て
佐
州
御
蔵
約
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
上
方
諸
国
は
原
則
と
し

て
大
半
が
江
戸
御
蔵
納
'

1
部
分
大
坂
御
蔵
分
納
で
'
そ
の
-
ち
五
歳
内
は
二
条

･
大
津
御
蔵
分
納
も
し
て
い
る
.
な
お
大
和

･
隠
岐

･

伊
予
と
西
国
の
一
部
は
皆
銀

(金
を
多
少
含
む
)
約
で
米
約
は
し
な
い
｡
従
っ
て
上
方
諸
国
物
成
米
の
実
に
六
八

･
四
%
が
江
戸
御
蔵
納
と

な
っ
て
お
り
.･

全
幕
府
領
で
は
物
成
米
の
四
分
の
三
が
江
戸
御
蔵
約
--
江
戸
廻
米
を
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
.
他
の
同
種
の
史
料

な
い
し
全
国
の
廻
米
宛
先
の
御
蔵
納
畳
が
知
れ
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
'
た
だ

1.年
の
例
で
全
体
を
推
量
す
る
危
険
を
冒
す
こ
と

と
な
る
が
､
と
に
か
く
筆
者
の
予
想
を
上
廻
る
比
率
の
江
戸
廻
米
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
'
幕
府
財
政
経
済
に
お
け
る
江
戸

･
大
坂

(9
)

の
相
互
関
係
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
-
に
思
え
る
｡

そ
れ
は
さ
て
お
き
'
再
び
物
成
金
銀
納
に
つ
い
て
み
る
と
'
天
保
十
二
年
で
は
上
方
諸
国
物
成
の
六
九

･
二
%
'
そ
し
て
幕
府
領
す
べ

て
で
は
二
八

･
六
%
の
物
成

(金
微
量
を
含
む
銀
)
を
大
坂
御
金
蔵
が
収
納
し
'
そ
の
金
額
は
金
換
算

一
七
万
七
二
七
四
両
余
と
な
っ
て
い

る
.
も
ち
ろ
ん
大
坂
御
金
蔵
収
納
銀
は
こ
れ
の
み
で
な
く
'
長
崎
上
納

･
地
代
金

･
大
坂
諮
川
船
運
上
･
払
米
代

･
諸
運
上
･
冥
加
な
ど

(10
)

諸
向
納
が
こ
の
ほ
か
少
な
く
と
も
金
換
算
七
万
両
ほ
ど
は
あ
る
筈
で
あ
る
｡
享
保
十

一
年
の
諸
向
納
は
一
四
万
三
〇
〇
〇
両
余
と
い
-
敬

字
も
あ
る

(表
7
参
照
)｡
と
す
る
と
天
保
十

1
年
大
坂
御
金
蔵
納
金
銀
総
統
は
二
十
数
万
な
い
し
三
十
万
両
に
は
な
り
'
｢御
勘
定
帳
｣



の
数
字
に
近
似
し
て
く
る
｡
ま
た
物
成
の
み
に
つ
い
て
み
て
も
'
金
に
換
辞
し
て
元
禄
十
六
年
約
二
一
万
八
二
二

両
余

･
宝
永
元
年
納

1
八
万
九
〇
五
九
両
余

･
天
保
十
二
年
納

1
七
万
七
二
七
四
両
余
と
い
-
数
字
で
'
そ
-
懸
隔
は
な
い
｡
天
保
期
に
は
代
官
所

･
預
所
に

お
け
る
波
方
-

現
地
支
出
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
'
こ
の
程
度
の
納
銀
桁
で
よ
い
で
あ
ろ
-
.

(n
)

右
の
こ
と
か
ら
'
幕
府
領
の
銀
建
て
年
';.<
諸
国
の
物
成
銀
の
大
部
分
と
諸
向
納
金
銀
の
収
納
を
行
な
-
の
が
大
坂
御
金
蔵
で
あ
り
'
金

建
て
年
貢
諸
国
の
物
成

･
諸
向
納
金
の
収
納
お
よ
び
大
坂
御
金
蔵
よ
り
の
現
金
銀

･
為
替
金
銀
逓
送
に
よ
る
収
納
を
行
な
-
の
が
江
戸
御

金
蔵
で
あ
っ
て
'
江
戸
御
金
蔵
は
と
く
に
中
央
金
侍
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
え
る
｡

次
に
'
天
保
十
二
年
大
坂
御
金
蔵
納
物
成
金
銀
の
う
ち
金
は
僅
か
に
八

1
両
余
で
'
銀
納
が
す
べ
て
と
い
っ
て
よ
い
.
同
様
に
享
保
十

1
年
大
坂
御
金
蔵
金
銀
御
為
替
の
物
成

･
小
物
成
に
も
金
は
少
し
も
含
ま
れ
て
い
な
い
･(袋
7
参
照
)｡
と
こ
ろ
が
､
元
禄
十
六
年
納
物
成

･
年
貢
等
は
そ
の
六
二
･
七
%
が
'
宝
永
元
年
納
の
そ
れ
は
八
二
･
九
%
も
が
金
で
占
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
総
納
払
金
銀
中
金
の
占

め
る
割
合
は
'
元
禄
十
六
年
納
六
八

･
四
%
､
同
払
九
〇
･
七
%
'
宝
永
元
年
納
八
五
%
∵
同
払
六
〇
･
六
%
と
な
り
∵
こ
と
に
宝
永
元

年
は
納
銀
に
対
し
払
銀
が
三
'
五
〇
〇
貫
目
以
上
も
多
く
な
っ
て
い
る
の
が
目
立
つ
｡
こ
の
こ
と
は
当
然
幕
府
の
貨
幣
流
通
政
策
と
の
関

連
で
み
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
-
0

元
禄
八
年
に
金
銀
貨
の
品
位
を
落
と
し
改
鋳
を
行
な
っ
た
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
'
幕
府
は
し
き
り
に
段
長
金
銀
と
の
交
換

を
令
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
と
く
に
銀
貨
が
高
騰
し
こ
れ
を
貯
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
.
元
禄
十
三
年
の
金
銀
銭
交
換
の
公
定
も
こ
れ

に
対
す
る
政
朱
の
1
貫
で
あ
る
が
丁
に
も
か
か
わ
ら
ず
宝
永
元
年
は
1
両
銀
四
五
-
五
〇
匁
と
金
貨
が
低
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
従
っ

て
年
貢

･
物
成
貨
幣
納
で
銀
賦
課
の
場
合
で
も
公
定
比
価
に
よ
か
代
金
納
が
な
さ
れ
'
ま
た
茶
肝
は
銀
不
足

(と
く
に
江
戸
に
お
け
る
)
杏

緩
和
す
る
た
め
銀
払
を
増
さ
ざ
る
な
え
な
か
っ
た
こ
と
の
現
わ
れ
が
'
｢御
勘
定
帳
｣
の
納
払
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
み
て
お
き
た
い
｡

最
後
に

｢御
勘
定
帳
｣
の
数
量
的
分
析

-
主
と
し
て
表
3
-
A
･
B
に
基
づ
き
'
元
禄
末
期
の
茶
府
財
政
の
1
端
を
窺

っ
て
み
よ

元
禄
末
期
に
お
け
る
恭
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

六

九



史
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AEノ
0大

坂
御
金
蔵
納
金
銀
の
-
ち
に
お
け
る
年
貢

･
物
成

･
小
物
成
等
'
鉱
山
運
上
､
淀
川
過
書
運
上

･
賀
茂
川
嵯
峨
川
高
瀬
運
上

･
北
山

入
木
山
運
上
な
ど
船

･
入
木
山
運
上
の
一
部
は
幕
初
以
来
継
続
的
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
比
率
は
元
禄
十
六
年
納
六
五

･
三
%
'
宝
永
元
年
約
六
三
･
六
%
で
あ
り
'
長
崎
運
上
'
酒
造
運
上
'
地
代
金
'
大
坂
諸
川
船
運
上

･
掘
江
上
荷
船
道
上
な
ど
明
ら
か

に
元
禄
期
に
は
い
っ
て
新
設
さ
れ
た
上
納
金
銀
は
二
三

･
七
%
.
二
七

･
七
%
と
な
る
｡
米
売
払
代
は
た
と
え
は
大
坂
御
城
米
は
寛
永
期

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
-
る
が
'
因
米

･
払
米
の
量
は
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
前
述
の
年
貢

･
物
成
等
の
比
率

の
-

ち
に

は
'
元
禄
十
五
年
高
付
の
摂
津
川
口
新
田
の
年
貢
金
が
総
領
の
〇
･
1
六
%
'
〇
･
二
一
%
と
僅
少
な
が
ら
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

綱
書
の
代
の
幕
府
領
総
検
地
は
'
前
期
の
越
後
旧
高
田
領
天
和
二
年
検
地

･
上
野
旧
沼
田
領
兵
事
元
年
換
地
に
続
い
て
'
後
期
に
お
い

て
も
元
禄
七
年
飛
騨
国
総
検
地
'
同
八
年
下
総
梓
新
田
換
地

･
備
中
松
山
検
地
'
同
八
～
十
年
関
東
郡
代
伊
奈
半
十
郎
支
配
地
お
よ
び

一

部
旗
本
領
の
検
地
'
同
十
三
年
備
後
旧
福
山
領
検
地
な
ど
が
実
施
さ
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
検
地
は
綱
吉
の
専
権
に
触
れ
て
改
易
さ
れ
た
大
名

領
を
幕
府
領
に
編
入
し
た
の
ち
に
実
施
し
た
も
の
'
あ
る
い
は
町
人
請
負
新
田
を
中
心
と
す
る
大
規
模
な
新
田
開
発
に
伴
な
う
も
の
'
さ

ら
に
関
東
畑
作
地
帯
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
よ
り
近
世
本
官
姓
体
制
が
最
終
的
に
確
立
L
t
幕
府
慣
石
高
も
こ
の
期
に

増
加
し
て
四
〇
〇
万
石
に
逢
し
た
の
で
'
年
貢

･
物
成
収
納
も
こ
れ
に
比
例
し
て
増
加
し
た
筈
で
あ
る
｡
ま
た
前
に
述
べ
た
代
官
不
正
の

礼
弾
の
ほ
か
に
'
関
東
代
官
の
陣
星
支
配
中
止
'
蔵
米
地
方
直
し
'
閑
東
川
船
整
備
に
よ
る
江
戸
城
米
廻
送
機
構
の
改
革
等
の
一
連
の
地

方
対
策
が
'
年
貢

･
物
成
増
徴
策
に
連
な
り
'
財
政
収
入
の
増
加
に
結
束
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
従
っ
て

｢御
勘
定
帳
｣
の
年
貢

･
物

成
等
も
元
禄
末
期
に
は
い
っ
て
増
加
し
た
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
｡

い
っ
ぼ
-
前
節
に
詳
述
し
た
都
市
商
工
業
者
を
主
対
象
と
し
て
新
た
に
賦
課
さ
れ
た
酒
造
運
上
･
長
崎
運
上

･
諸
川
船
運
上
等
も
'
地

方
支
配
に
対
す
る
諸
策
と
と
も
に
幕
府
財
政
収
入
の
増
大
を
め
ざ
す
も
の
に
は
か
な
ら
ず
'
こ
れ
ら
の
収
入
が
二
十
数
%
を
占
め
'
さ
ら



に
年
貢

･
物
成
収
納
も
増
加
し
た
と
す
る
と
'
勘
定
奉
行
荻
原
歪
秀
を
中
心
と
し
た
財
政
禰
蹄
な
い
し
強
化
策
が

一
応
の
成
果
を
み
た
と

い
っ
て
よ
い
.
し
か
し
'
物
価
騰
貴
と
財
政
支
出
の
膨
脹
の
方
が
急
速
で
あ
り
'
こ
れ
ら
の
根
本
原
因
の
改
革
な
く
し
て
は
財
政
悪
化
は

な
お
享
保
改
革
ま
で
持
ち
越
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

註(
1

)

前
掲

｢新
井
白
石
日
記
｣
下
お
よ
び
新
井
白
石

｢折
た
-
柴

の

記

｣

(
2
)

｢御
年
貢
金
其
外
語
向
納
渡
召
付
｣
(『
江
戸
叢
書
』
巻
の
八
'
二

三
九
京
)

(
3
)

『古
事
較
苑
』
産
業
部
二
'
四
九
三
-
四
九
四
賀

(
4
)
三
井
家
文
召
'
別

一
一
五
七

(
5
)
前
掲
拙
稿
臼
･
田
収
載

(6
)

｢天
保
九

成年
御
代
官
許
御
預
所
御
物
成
納
払
御
勘
定
帳
｣
(『海

舟

全
縦
』
第
四
巻
'

1
〇
五
-

1
二
一
貫
)'
｢
天
保
十
二
年
苔
抜

帳
｣
(『
日
本
財
政
経
済

史
料
』
第
十
巻
'

二
六
六
-
四
三
五
京
)'

｢文
久
三
亥
年
御
代
官
御
預
所
御
物
成
約
払
御
勘
定
帳

｣
(竹
越
与

三
郎

『
日
本
経
済
史
』
第
三
巻
'
二
四
-
五
六
貢
)

(
7
)
関
東

(東
日
本
)
金
建
て
約
の
例
外
と
し
て

の

一
部
銀
建
て
納

は
､
天
保
九
年
二
例
(越
後

･
佐
渡
)'
同
十
二
年
三
例

(越
後
二
･

佐
渡
)'
文
久
三
年

1
例

(佐
渡
)
を
認
め
う
る
が
'
そ
の
銀
餌
は

天
保
十
二
年
越
後
銀
三
賞
自
余

一
例
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
金
に
し

て
一
分

(
-
鍛

1
五
匁
)
以
下
の
端
銀
で
あ
る
｡
な
お
天
保
九
年
の

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

佐
波
の

｢銀
六
千
八
百
四
拾
三
両
七
匁
弐
毛

.
金
ニ
ノ
百
拾
六
文
七

分
｣
は

｢金
六
千
八
百
四
拾
三
両

鮫
七
匁
弐
毛

金
ニ
ノ
冒
拾
六

文
七
分
｣
の
誤
植
で
あ
る
｡

(
8
)
前
掲

『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
第
十
巻
所
収

(
9
)
米
穀
市
場
に
つ
い
て
'
江
戸
と
大
坂
を
中
心
と
す
る
二
大
市
場
の

設

定
を
考
え
る
大
石
供
三
郎
氏
の
説
が
あ
る

(｢
事
保
改
革
期
江
戸

経
済
に
対
す
る
大
坂
の
地
位
｣
(『
日
本
歴
史
』
一
九

一
号
)0

(
10
)

『吹
盛
録
』

｢天
保
十
四
卯
年
金
銀
納
払
御
勘
定
帳
｣
(『海
舟
全

然
』
第
四
巻

1,五
四
-

1
七
1
貢
)
の
約
万
の
う
ち
'
大
幹
長
崎
御

払
米
代
･京
都
町
率
行
納
拝
京
大
阪
帳
合
延
商
売
御
益
金
･大
阪
町
車

(冥
脱
力
)

行
所
へ
取
立
候
地
代
金

井
加

金

･
大
阪
市
中
川
汝
冥
加
金
計
二
七
'

四
六
五
両

一
分

･
鋭
二
'
三
八
九
H
七
七
六
匁
三
分
三
屋

1
毛
'
金

換
昇
六
七
'
二
九
四
両
三
分
余
は
大
坂
御
金
蔵
納
で
あ
り
'
他
に
大

阪
緒
川
船
関
東
州
胎
運
上
の
う
ち
の
若
干
分
を
は
じ
め
大
坂
御
金
蔵

約
と
な
る
も
の
を
含
ん
だ
項
目
が
あ
る
｡

(
n
)
北
国
筋
に
二
､
三
錠
約
が
あ
り
'
大
坂
御
金
紋
約
と
な
る
も
の
が

あ
る
こ
と
は
､
物
成
米
大
坂
御
蔵
納
を
も
併
せ
て
'
北
国
筋
の
西
姻

海
運
に
よ
る
京
坂
へ
の
結
合
と
い
う
こ
と
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
｡

七
1



史
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<
史

料

紹

介
>

大

坂

御

金

蔵

金

銀

納

方

御

勘

定

帳

(表
紙
)

.
元
禄
十
六
未
宝
永
元
申
弐
ケ
年
分

.

大

坂

御

金

蔵

金

銀

納

方

御

勘

定

帳

大

田

和

泉

守

大
久
保

大
隅
守

小

林

十
右
南
門

石
原
四
郎
右
南
門

玉

虫

助

十

郎

大
久
保

長
三
郎
｣

元
禄
十
五
午
十
二
月
迄
御
勘
定
仕
上
候
残
物

l
金
拾
三
万
七
千
四
百
八
拾
八
両
三
歩
弐
朱

御
蔵
有
負

内
崇

門
縞

が

...歩
弐
朱

御
蔵
有
金

御
借
金
委
細
別
帳
二
有

一
銀
四
千
四
百
三
拾
六
貢
四
百
三
拾
弐
匁
壱
分
五
厘
七
毛

御
蔵
有
負

内
T
l:
M
醐
錯

摘

約
悶
網

棚
匁
鯛
錯

開

醐
T

l有

御
蔵
有
銀

一
大
判
金
四
拾
八
枚

.

一
銭
七
百
五
拾
四
貫
八
百
九
拾
三
文

右
者
元
禄
十
六
未
年
玉
虫
助
十
郎
撰
下
午
年
迄
御
勘
定
仕
上
候
残
物

七
二

未

年

1
草

書

両

(貢

TE<
喝

喝

梢

鵬

長
老
山
城
大
和
河
内
和
泉
摂
津
近
江
丹
波
丹
後
御
代
官
所
去
午
年
御

年
貢
金
内
之
由

一
金
三
千
両

右
同
断

一
金
三
千
両

同

人

同

人

右
同
断

一
銀
七
拾
五
茎

ハ
冒
拾
七
匁
弐
空

一厘

個

人

是
老
丹
後
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
米
御
売
払
代
銀
内
之
由

1
銀
百
弐
拾
貫
目

雨

宮

庄

九

郎

是
者
山
城
大
和
河
内
和
泉
摂
浮
近
江
丹
波
丹
後
御
代
官
所
去
午
年
御

年
貢
銀
内
之
由

一
銀
拾
八
文
九
百
八
拾
八
匁
八
厘

同

人

是
老
丹
波
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
米
御
売
払
代
銀
之
由

一
金
千
九
百
拾
三
両
三
歩

同

人

是
君
江
州
大
津
御
蔵
納
近
江
丹
後
去
辰
年
米
之
内
京
都
町
人
江
御
託

払
代
金
之
由

一
金
四
千
五
百
両
三
歩

同

人

是
老
山
城
大
和
河
内
和
泉
摂
幹
近
江
御
代
官
所
去
巳
年
御
年
貢
金
内

之
由

一
銀
六
拾
弐
貢
八
百
八
拾
六
匁

同
.
人



走
者
山
城
大
和
河
内
和
泉
摂
拝
近
江
丹
波
丹
後
御
代
官
所
去
午
年
御

年
貢
銀
内
之
由

一
金
千
五
百
両

同
､
人

是
者
山
城
大
和
和
泉
摂
捧
近
江
丹
後
御
代
官
所
当
未
年
御
年
貢
金
内

之
由

1
金
字

両

山
tEが

諺

丞

凝
着
摂
浮
和
泉
河
内
描
磨
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
銀
之
内
金
二
耐

上
納
之
由

一
金
千
四
百
四
拾
両

同

人

長
老
摂
浄
河
内
和
束
捕
暦
小
豆
的
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
金
内
之

由

一
銀
拾
貫
目

同

人

走
者
摂
津
河
内
播
磨
小
豆
的
御
代
官
所
去
午
年
小
物
成
銀
内
之
由

1
銀
弐
貢
三
百
拾
八
匁
八
分

小

野

朝

丞

是
老
摂
陣
河
内
和
泉
小
豆
的
御
代
官
所
去
午
年
造
酒
逆
上
銀
之
由

1
銀
拾
弐
箕
111百
四
拾
弐
匁
六
分
六
厘

同

人

走
者
摂
韓
河
内
播
磨
小
豆
的
御
代
官
所
去
午
年
小
物
成
銀
内
之
由

1
銀
四
拾
八
耳
目

同

人

走
者
西
国
朝
丞
御
代
官
所
去
午
年
御
年
式
銀
之
由
為
替
人
吉
田
沼
歳

才
掛
取

1
銀
冒
某
月

同

人

長
者
肥
後
国
天
草
朝
丞
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
千

草
良
源
助
.qa討
取

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

一
錠
五
拾
耳
目

同

人

足
者
酉
国
筋
朝
丞
御
代
官
所
去
午
年
御
年
式
銅
之
由
泡
替
人
川
口
十

郎
右
衛
門
塚
口
足
長
左
衛
門
才
語
取

1
銀
四
拾
五
某
日

同

人

是
者
西
国
筋
朝
丞
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
紙
屋
訪

兵
術
.qa討
取

1
銀
五
拾
文

日

岡

人

足
者
肥
後
国
天
草
朝
丞
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
千

串
良
源
助
才
謂
取

1
銀
五
拾
茨
目

同

人

右
同
断

一
銀
七
拾
耳
目

同

人

是
者
西
国
筋
朝
盃
御
代
官
所
去
午
年
御
年
式
銀
之
由
為
替
人
鎌
足
茅

.

兵
衛
.qQ詣
取

1
金
六
百
両

庵

㌦

代
離

順

長
者
山
城
河
内
之
内
御
代
官
所
去
巳
年
御
物
成
銀
之
内
金
二
両
上
納

之
由

一
金
八
百
両

上

林

峯

悦

是
者
山
城
河
内
之
内
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
銀
之
内
金
二
両
上
納

之
由

1
触
折
詰

畑
鮒
弐
両
壱
歩

右
同
断
去
巳
年
御
物
成
金
銀
之
由

同

人



史
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一
銀
弐
拾
八
匁
弐
分

右
同
断
去
午
年
御
物
成
銀
之
由

一
金
千
三
百
両

同

人
(信
澄
代官)

遠
藤
新
兵
衛

長
者
播
磨
備
後
御
代
官
所
巳
御
年
貢
金
之
由

一
金
弐
千
両

同

人

是
者
措
磨
備
後
備
中
伊
予
讃
岐
直
嶋
御
代
官
所
午
御
年
貢
金
井
小
物

成
御
運
上
臨
時
物
之
由

一
金
四
百
両

同

人

走
者
捕
磨
備
後
直
鴫
御
代
官
所
巳
年
分
御
年
貢
金
之
由

1
銀
百
弐
拾
貫
目

同

人

是
者
播
磨
備
後
備
中
伊
予
讃
岐
直
嶋
御
代
官
所
午
年
分
御
年
貢
小
物

成
御
運
上
臨
時
物
銀
之
由

七
四

是
者
播
磨
御
代
官
所
午
御
年
貢
米
之
内
蹄
磨
鉄
山
延
売
米
代
井
伊
予

銅
山
延
売
米
代
金
午
年
分
之
由

一
銀
四
拾
耳
目

同

人

是
者
河
内
播
磨
備
後
備
中
伊
予
讃
岐
直
嶋
御
代
官
所
未
年
御
年
貢
小

物
成
銀
運
上
臨
時
物
銀
之
由

1
金
千
七
冨

毎

や

欝

衛
門

是
者
摂
浄
河
内
丹
波
国
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
金
之
由

1
銀
七
拾
耳
目

同

人

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由

1
金
四
千
五
百
両

同

人

是
老
摂
浮
河
内
和
泉
丹
波
伊
予
国
御
代
官
所
当
未
年
御
年
貢
金
内
之

由

1
金
八
百
両

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
金
之
由

一
金
五
百
両

右
同
断

1
銀
七
拾
貫
目

右
同
断
当
未
年
御
年
貢
銀
内
之
由

1
金
四
千
両

同

人

同

人

是
老
摂
辞
河
内
和
泉
丹
波
国
御
代
官
所
当
未
年
御
年
貢
金
之
由

一
金
弐
千
両

同

人

是
者
午
御
年
貢
米
之
内
措
暦
鉄
山
延
売
米
代
拝
伊
予
銅
山
整

冗
米
代

金
之
由

1
金
千
両

.

遠

藤

新

兵

衛

是
者
河
内
播
磨
備
後
備
中
伊
予
讃
岐
直
鴫
御
代
官
所
未
年
御
年
貢
金

井
小
物
成
運
上
臨
時
物
之
由

一
金
弐
千
七
百
両

同

人

一
金
三
千
五
百
両

走
者
去
午
年
長
崎
御
運
上
金
内
之
由

一
金
弐
万
四
千
両

是
者
去
午
年
長
崎
御
運
上
金
内
之
由

一
金
弐
万
両

(長
崎
町
年
寄
)

薬

師

寺

又

三

郎

(長
崎
町
年

寄
)

久

松

善

兵

衛

(長
崎
町
年
寄
)

福

田

伝

之

進

同 福久英

人 呂笠等

之兵茎

進衛郎



･

右
同
断

一
金
壱
万
弐
千
五
百
弐
拾
四
両
壱
歩

右
同
断

一
銀
六
拾
壱
貫
九
百
七
拾
八
匁
五
分
八
毛

右
同
断
去
午
年
御
運
上
銀
内
之
由

一
金
六
千
両

是
者
当
未
年
長
崎
上
納
金
内
之
由

一
金
四
千
両

同

人

同

人

(攻
略
町
年
寄
)

高

木

清

右

術

門

鞄

噸

舶
潜

兵
衛

雛

川代
ポ

兵
衛

是
者
大
和
河
内
摂
辞
捕
磨
丹
後
国
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
金
之
由

一
金
千
両

同

人

右
同
断

一
錠
八
拾
貫
目

同

人

是
老
大
和
丹
後
国
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由

一
金
三
百
両

同

人

是
老
大
和
河
内
摂
津
掃
磨
丹
後
国
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
金
之
由

一
銀
四
拾
八
貫
百
三
拾
壱
匁
三
分
六
厘

同

人

是
者
大
和
丹
後
国
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由

一
銀
三
賞
一二
百
七
拾
六
匁
三
分
四
厘

長
谷
川

六
兵
術

是
老
大
和
河
内
摂
浄
播
磨
丹
後
国
御
代
官
所
去
午
年
酒
御
道
上
銀
之

由

一
金
九
百
八
両
弐
朱

同

人

是
老
摂
津
国
多
田
銀
山
去
午
年
分
銅
拝
振
替
御
道
上
金
之
由

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

1
金
三
百
拾
八
両
弐
歩
弐
朱

同

人

是
者
大
和
河
内
摂
幹
播
磨
丹
後
国
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
金
之
由

一
金
五
千
両

同

人

長
者
摂
浮
河
内
和
泉
描
磨
国
小
豆
嶋
御
代
官
所
当
未
年
御
年
貢
金
之

由

1
金
四
千
両

同

人

右
同
断

1
金
等

書

七
両
壱
歩

軸

が

鮒
欝

術

門

足
音
大
和
国
御
代
官
所
去
午
年
分
御
物
成
金
之
由

1
地
謡

軌
誤

S
lll歩

同

人

是
者
奈
良
町
中
井
寺
社
餌
去
巳
年
分
酒
造
御
辺
上
金
之
由

一
金
六
両

同

人

是
老
犬
和
国
御
代
官
所
青
野
郡
丹
治
村
去
午
年
松
茸
払
代
金
之
由

)
銀
三
百
耳
目

同

人

是
著
大
和
国
御
代
官
所
去
午
年
分
御
物
成
銀
之
由

一
銀
四
百
五
拾
某
日

同

人

右
同
断

1
鋭
六
百
七
拾
文
盲
弐
匁
三
分
弐
囲

辻

弥
五
左
衛
門

是
著
大
和
国
御
代
官
所
去
年
年
分
御
物
成
銀
之
由

1
銀
百
五
拾
壱
箕
弐
百
九
拾
弐
匁
壱
分
三
屋

同

人

(祐
栄
)

長
者
大
和
国
御
代
官
所
大
柴
清

右

衛

門

御
代
官
所
之
節
元
禄
十
二
卯

年
宋
進
有
之
二
付
去
巳
止
ま
迄
三
ヶ
年
こ
可
取
立
旨
御
下
知
二
付
午

七
五



史
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年
分
取
立
上
納
之
由

1
銀
百
四
拾
玉
算
百
七
拾
日
壱
分
四
厘

是
著
大
和
国
御
代
官
所
去
午
年
小
物
成
銀
之
由

一
銀
四
貫
弐
百
六
拾
壱
匁
九
分
六
度

･
是
著
大
和
国
御
代
官
所
去
午
年
酒
造
道
上
銀
之
由

一金

六
千
六
百
両

同

人

同

人

奄

卵

確

で

郎

右
同
断
去
午
年
御
物
成
小
物
成
銀
之
由

1
金
六
千
五
百
両

(正
氏

代
官
)

石

原

新

左

南

門

(俊
陳

代
官
)

岡

田

庄

大

夫

是
者
播
磨
赤
穂
領
当
分
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
金
之
由

是
者
大
和
摂
津
河
内
播
磨
術
中
御
代
官
所
去

午

年
御
物
成
小
物
成
金

内
之
油

一
金
八
百
両

右
同
断

1
銀
八
拾
弐
文
目

･

右
同
断
去
午
年
御
物
成
銀
小
物
成
銀
内
之
由

一
銀
三
百
五
拾
四
文
百
三
拾
四
匁

右
同
断

1
金
六
両
三
歩
三
朱
JJ.中

同

人

同

人

同

人

同

人

但
三
朱
～
申
分
銀
拾
三
匁
壱
分
弐
厘
五
毛

長
者
山
城
国
八
幡
領
橋
本
宿
元
禄
元
辰
年
拝
借
金
之
内
去
午
年
分
上

納
と
由

一
金
三
千
五
百
両

万

年

長

十

郎

是
者
大
和
摂
津
河
内
捕
磨
備
中
御
代
官
所
当
未
年
御
物
成
金
内
之
由

1
金
四
百
1.1拾
弐
両
壱
歩

岬

㌔

長
町

甜

是
者
摂
浮
川
口
新
田
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
金
之
由

1
銀
七
其
四
百
弐
匁
弐
分
五
厘

同

人

一
銀
四
拾
七
貫
目

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由

一
金
百
八
拾
四
両

同

人

同

人

右
同
断
去
午
年
御
年
貢

金

井

小
物

成

金
酒
運
上
金
共
之
由

一
金
三
千
弐
百
両

･
是
老
摂
捧
持
磨
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
金
之
由

一
銀
三
拾
三
貫
目

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由

一
金
三
百
七
拾
三
両

.

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
金
井
小
物
成
金
共
之
由

一
金
三
千
四
拾
三
両

右
同
断
当
未
年
御
年
貢
金
之
由

一
金
五
千
両

是
老
摂
津
描
暦
御
代
官
所
当
未
年
御
年
貢
金
之
由

一
銀
百
耳
目

･

ノ
右
同
断
当
未
年
御
年
貢
銀
之
由

一
金
四
千
両

石

原

新
左
南
門

同

人

同

人

同

人

石

原

新
左
南
門

同

人

(克
敬

代
官
)

小

堀

亡
右
南
門

走
者
山
城
河
内
摂
幹
近
江
丹
波
播
磨
御
代
官
所
去
午
年
拾
分

二
二
分



一
小
物
成
金
之
由

一
金
弐
千
両

右
同
断

一
金
千
六
百
八
拾
七
両
弐
歩

右
同
断
去
JV
巳
年
拾
分

1
三
分

l
小
物
成
金
之
由

一
銀
八
拾
七
匁
弐
厘

是
老
山
城
御
代
官
所
去
JU
巳
年
小
物
成
銀
之
由

一
銀
三
拾
五
匁
壱
歩
九
座

右
同
断
去
JJ
巳
年
御
物
成
銀
之
由

一
金
弐
千
五
百
両

同

人

同

人

同

人

同

人

同

人

一
銀
召
弐
拾
貫
目

同

人

是
老
豊
後
国
七
郎
左
衛
門
御
代
官
所
元
禄
十
五
午
年
御
年
貢
銀
之
由

右
同
断

是
者
山
城
河
内
摂
浮
近
江
丹
波
描
磨
御
代
官
所
去
午
年
拾
分

一
三
分

銀
高
三
百
拾
七
文
六
百
弐
拾
三
匁
六
分
六
屈
之
内

1
紬
詳

矩

即
諾

弐
維
詔

霜

山㌫

暴

走
老
大
坂
御
蔵
巳
年
五
故
内
備
中
美
作
米
合

四
千
三
捨
石
七
斗
五
升
七
台
御
売
払
代
銀
壱

石

二
付
七
拾
八
匁
八
分
宛
之
由

銀
高
弐
百
四
文
三
百
五
匁
弐
分
弐
屈
之
内

1
欝

詣

詞
百
詰

鋼
鮎

等

是

(穴

親犬坂

城
寮
行
)

田

村
伝

右
衛
門

(弘
直
大
坂

誠
挙
行
)

日

根野甚
五
郎

相

加板坂
禦

肝

(

某大坂

威
挙
行
)

八

木十郎

右
緬
門

同

人

一
小
物
成
金
之
由

1
金
六
千
両

右
同
断
当
未
年
拾
分

一
三
分

一
小
物
成
金
之
由

1
鋭
六
拾
定
日

同

人

(菰
福

代
官
)

室

七
郎

左

南

門

是
老
豊
後
国
七
郎
左
衛
門
御
代
官
所
元
禄
十
四
巳
年
御
年
貢
銀
之
由

為
替
人
音
野
良
惣
左
衛
門
嶋
本
忠
兵
衛
才
請
取

一
金
三
千
三
百
両

室

七
郎
左
衛
門

是
者
豊
後
国
七
郎
左
衛
門
御
代
官
所
元
禄
十
五
午
年
御
年
貢
銀
金

二

両
上
納
之
由
為
替
人
舌
野
良
惣
左
衛
門
嶋
本
忠
兵
衛
才
請
取

1
銀
四
拾
弐
貫
四
百
拾
三
匁
五
分

同

人

是
者
豊
後
国
七
郎
左
衛
門
御
代
官
所
元
禄
十
四
巳
年
御
年
貢
銀
之
由

右
同
断元

縁
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
1
端

(大
野
)

是
者
大
坂
御
蔵
巳
年
筑
前
豊
前
米
合
弐
千
八
百
四
拾
壱
石
五
斗
壱
升

九
合
御
売
払
代
鋭
奄
石
工
付
七
拾
壱
匁
九
分
宛
之
由

銀
高
弐
百
六
拾
文
六
百
四
拾
八
匁
弐
分
之
内

1
誓

詰

髭

踊
鮎

霜

か
鮒
六
拾
基

同

人

長
老
大
坂
御
蔵
巳
年
捕
磨
共
作
米
合
三
千
八
百
六
拾
七
石
壱
斗
八
升

四
合
御
売
払
代
銀
壱
石

二
付
六
拾
七
匁
四
分
宛
之
由

.

銀
高
四
百
拾
九
貫
五
百
四
拾
八
匁
五
分
八
厘
之
内

一
撃

詣

記

銘

八
組
需

品

六
拾
基

同

人

是
者
大
坂
御
蔵
巳
年
五
歳
内
豊
後
豊
前
僻
中
米
合
六
千
九
拾
八
石
八

升
九
合
八
勺
御
売
払
代
鋭
奄
石

工
付
六
拾
八
匁
八
分
宛
之
由

七
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

銀
高
空

ハ
拾
六
貢
九
百
七
拾
九
匁
四
分
弐
厘
之
内

田

村

伝
右
衛
門

一
瞥

紀
記

譜

七
難

鯛
断
鮒
宗

基

貼

肺

讐

脚

是
者
大
坂
御
蔵
午
年
石
見
米
弐
千
五
百
七
拾

八
木
十
郎
右
南
門

弐
石
八
斗
七
升
弐
合
三
勺
御
売
払
代
銀
壱
石
工
付
六
拾
四
匁
九
分
宛

之
由

銀
高
百
六
拾
弐
貫
三
百
七
拾
五
匁
四
分
七
厘
之
内

1
照

覧

駈
諾

七
維
諾

鮎

蒜

基

同

人

是
者
大
坂
御
蔵
午
年
描
磨
石
見
米
倉
弐
千
四
百
六
拾
三
石
九
斗
六
升

七
合
六
勺
御
売
払
代
銀
壱
石
二
付
六
拾
五
匁
九
分
宛
之
由

一

鮎
軸
組
訴
紀
歩
弐
朱

同

人

走
者
大
坂
元
御
金
串
行
小
尾
彦
大
夫
於
大
坂
御
役
料
米
内
去
午
夏
御

借
米
弐
拾
六
石
五
斗
請
取
申
侯
処
午
八
月
御
役
御
免

二
付
去
午
冬
江

戸
御
蔵
御
張
紙
直
段
三
斗
五
升
入
百
俵
二
付
金
四
拾
弐
両
之
直
段
を

以
午
未
両
年

二
返
納
被

仰
付
午
年
分
米
拾
三
石
弐
斗
五
升
之
代
金

之
由

一

触
語

調
妃
歩
弐
朱

同

人

右
同
断
但
未
年
分
米
拾
三
石
弐
斗
五
升
之
代
金
之
由

一
金
弐
千
両

無

垢

㌘

南
門

是
者
大
和
摂
浮
河
内
近
江
挿
磨
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
金
内
之
由

1
金
千
四
百
拾
弐
両
三
歩

右
同
断

一
金
弐
千
両

右
同
断

一
金
三
千
七
百
拾
三
両

是
老
大
和
摂
浄
河
内
近
江
播
磨
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
金
本
途
小

物
成
臨
時
納
共
内
之
由

1
銀
百
五
拾
貫
拾
四
匁

金

丸

又
左
衛
門

是
老
大
和
摂
津
河
内
近
江
挿
磨
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
銀
本
途
中

物
成
臨
時
納
共
内
之
由

一
銀
七
拾
三
賞
八
百
日

右
同
断

一
金
六
千
両

是
者
大
和
摂
津
河
内
近
江
御
代
官
所
当
未
年
御
物
成
金
内
之
由

1
金
九
百
両

鞄

軸

㌔

衛
門

是
老
大
和
近
江
美
作
国
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
金
内
之
由

一
銀
百
拾
某
日

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
銀
内
之
由

一
銀
六
拾
七
貫
目

右
同
断

1
金
五
百
両

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
金
内
之
由

一
銀
六
拾
貫
目

同

人

同

人

同

人

同

人



右
同
断
去
午
年
御
年
式
銀
内
之
由

1
金
q
･頭

詣

八
両
壱
歩

同

人

1
銀
八
耳
目

右
同
断

同

人

大
坂
酒
改
役
人
尼
崎
足

弥
兵
衛

一
金
弐
千
三
百
両

同

人

是
者
大
和
近
江
柿
磨
美
作
国
御
代
官
所
当
未
年
御
年
貢
金
内
之
由

一
鋭
七
拾
耳
目

西

与

芸

術
門

走
者
大
和
近
江
捕
磨
美
作
国
御
代
官
所
当
未
年
御
年
貢
銀
内
之
由

1
銀
拾
壱
文
七
百
六
拾
壱
匁
六
分

郭

削
針
〟

.釦
副a
剛
源
胡
猟
師

是
者
大
坂
堺
酒
御
運
上
鋲
午
年
分
残
銀
之
由

一
銀
九
拾
茨
目

(昌
陣

代
官
)

曲

淵

市

郎

右

締

門

是
老
山
城
大
和
河
内
和
泉
摂
搾
備
後
国
御
代
官
所
去
午
年
御
年
式
銀

一
錠
七
拾
五
耳
目

大
坂
酒
改
役
人
尼
崎
昆

弥
兵
衛

茨
木
良

太
兵
衛

走
者
大
坂
酒
御
運
上
鋭
来
年
分
内
之
由

一
銀
七
拾
五
茶
目

右
同
断

一
鋭
七
拾
五
貫
目

右
同
断

一
鋭
七
拾
某
日

右
同
断

一
鋭
八
耳
目

是
者
堺
酒
御
運
上
鍛
来
年
分
内
之
由

1
鋭
八
耳
目

右
同
断

1
位
八
文
日

右
同
断

同

人

同

人

同

人

堺
酒
改
役
人
小
刀
昆
庄
左
南
門

金
田
良
源
右
衛
門

同

人

同

人

内
之
由

一
金
弐
千
両

右
同
断
当
未
年
御
年
貢
金
内
之
由

一
銀
六
拾
耳
目

右
同
断
当
未
年
御
年
式
銀
内
之
由

一
銀
五
拾
五
耳
目

同

人

同

人

(茄
舶

代
官
)

竹

村

惣
左

締

門

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)

是
老
肥
後
肥
前
日
向
国
惣
左
縮
門
御
代
官
所
去
午
年
御
年
式
銀
之
由

為
替
人
川
口
十
郎
右
術
門
塚
口
足
長
左
衛
門
才
討
取

一
錠
三
拾
耳
目

同

人

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
紙
段
訪
兵
術
.qa討
取

一
銀
弐
拾
五
茨
目

同

人

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
吉
田
措
蔵
オ
詐
取

1
鮫
拾
五
井
日

同

人

右
同
断
去
午
年
御
年
買
鍛
之
由
為
替
人
川
口
十
郎
右
術
門
塚
口
良
長

左
締
門
分
詞
取

一
錠
拾
五
耳
目

同

人

右
同
断
去
午
年
御
年
.dE
鋭
之
由
為
替
人
紙
座
訪
兵
術
♂
詣
取

七
九



史
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館
研
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要
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-
讐

詑

鮒
宗

弐
朱

是
老
大
坂
御

城
辰
年
古
味
噌
御
払
代
金
之
由

1
鮎
紙
器

仙
鋼

･

長
者
伏
見
廻
御
預
所
去
午
年
御
年
貢
残
金
銀
之
由

一
銀
六
百
八
拾
七
匁
七
分

(頼
駿

所
司
代
格
)

土

岐

伊

予
守

家

釆

m
…i
.･;I_J臥
;
:｡i.L
t｡&

(基
綱

大
坂
定
番
)

渡

辺
備

中

守

与
力

大
坂
町
奉
行
与
力

臥

娼

触

唾

｡&

同

人

是
老
伏
見
姐
御
預
所
去
午
年
小
物
成
網
役
御
運
上
銀
之
由

八
〇

左
荷
門
.qQ請
取

妄

五
千
四
百
三
拾
三
両

粕

が

長
者
石
見
銀
山
附
去
午
年
御
物
成
之
内
金
納
之
由

一
銀
弐
拾
八
耳
八
百
七
拾
五
匁
六
分
七
厘

同

人

養
老
石
見
銀
山
去
午
年
御
運
上
銀
上
納
之
由

丁
銀
弐
百
八
拾
六
貫
七
百
三
拾
九
匁
弐
分

同

人

是
者
石
見
銀
山
附
去
午
年
御
物
成
銀
之
内
上
納
之
由

･

1
銀
百
拾
弐
文
九
百
四
拾
日
九
厘

井

口
代
官
)

次

右

南

門

次
右
南
門

一
金
千
両

同

人

是
者
伏
見
姻
御
預
所
当
未
年
御
年
貢
金
之
由

1
鋲
六
拾
定
日

岡

田

庄

大

夫

長
老
登

別
国
庄
大
夫
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
川
口

十
郎
右
衛
門
塚
口
尾
長
左
南
門
才
請
取

-
聖

餌
即
日

同

人

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
金
銀
之
由
為
替
人
川
口
十
郎
右
衛
門
塚
口
足

長
左
術
門
♂
請
取

一
金
四
百
弐
拾
三

両

同

人

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
金
之
由
為
替
人
川
口
十
郎
右
南
門
塚
口
屋
長

左
南
門
♂
請
取

一
錠
弐
拾
壱
貫
五
拾
六
匁
七
分
五
厘

同

人

右
同
断
去
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
川
口
十
郎
右
南
門
塚
口
尾
長

是
老
石
見
銀
山
附
去
午
年
小
物
成
藷
御
運
上
臨
時
物
銀
上
納
之
由

一
銀
五
拾
七
箕
三
百
四
拾
目
三
分
九
厘

､

是
老
隠
岐
御
代
官
所
去
午
年
御
物
成
銀
上
納
之
由

1
銀
八
其
七
百
七
拾
八
匁
弐
分
五
厘

是
者
隠
岐
御
代
官
所
去
午
年
小
物
成
銀
上
納
之
由

同

人

同

人

一
金
弐
千
三
拾
弐
両
壱
歩

堀
江
惣
年
寄
(大
坂
北
組
惣
年
寄
)

多

米

由

悦

是
老
大
坂
堀
江
町
幸
町
冨
嶋
町
古
川
町
御
地
代

金
去
辰
巳
両
年
分
之
内
上
納
之
由

一
金
三
千
五
拾
雨
竜
歩

右
同
断
当
未
年
分
上
納
之
由

一
銀
弐
耳
目

(大
坂
南
組
惣
年
寄
)

住書
屋
藤
左
衛
門

同

人

猪

飼

技
右
南
門

(某

代
官
)

是
者
近
江
国
御
代
官
所
元
禄
七
成
年
御
物
成
銀
之
内
亡
父
次

郎

兵

衛

納
分
之
由



1
銀
弐
拾
壱
貫
八
百
弐
拾
壱
匁
八
分
五
屈
四
毛

是
老
大
坂
諸
州
船
御
運
上
銀
当
来
年
分
弐
拾

(好
敬

大
坂
町
奉
行
)

大

田

善

太

夫

(助
蔀

大
坂
町
挙
行
)

松

野

河

内

守

壱
貫
六
百
弐
拾
六
匁
四
分
残
而
百
九
拾
五
匁
四
分
五
度
四
毛
老
摂
州

大
道
村
左
平
大
波
舟
御
運
上
銀
当
来
年
分
之
由

1
銀
九
文
四
百
六
恰
目

角

倉

与

一

足
者
山
城
国
賀
茂
川
嵯
峨
川
高
輪
御
逆
上
鮫
去
午
年
分
之
由

1
筆

両

軸

仰

鞘

)q
(
揃

是
者
大
和
河
内
摂
韓
国
御
代
官
所
当
未
年
御
年
宍
金
内
之
由

一
金
五
百
両

(
大
坂
南

組

惣咋寄
)

青

文
字

屋

三郎
兵
術

類
昭

州
嚢
耶
)&

門

1
銀
三
拾
質
目

同

人

是
者
大
坂
城
江
上
荷
船
御
運
上
金
当
未
年
分
上
納

之
由

1
幣

批
農

相
毛

ム
適

知
避
ハ
締

是
者
山
城
河
内
摂
韓
国
御
代
官
所
午
年
三
分

1
拾
分

一
金
銀
之
由

一
組
脚
光

朗
弐
朱

是
者
河
内
国
御
代
官
所
午
年
小
物
成
金
銀
之
由

1
聖

禦

仙
九
.I...

遺
著
摂
搾
国
御
代
官
所
午
年
小
物
成
金
銀
之
由

上

林

又

兵

碑

同

人

右
同
断
当
未
年
御
年
貢
鍛
内
之
由

離

雛

朝

絹

lハ
分
七
毛
此
金

曜

翻

足
老
二
条
御
歳
午
納
米
之
内
三
百
六
拾
三
石

(%
竺

硝
弘

転

宅
斗
八
台
五
勺
虫
入
損
御
払
被

仰
付
京
都

長

坂

新
右
術
門

買
入
入
札
を
以
落
札
直
段
奄
石
工
付
六
拾
五
匁
五
分
宛
但
金
壱
両
二

付
六
拾
日
替
之
項
取
立
之
上
納
之
由

1
地
謡

蒜

七
両
弐
朱

(典
輩

京
都
町
奉
行
)

足
老
柁
川
山
城
守
去
午
冬
御
役
料
返
納
米

長伴抄本

奴 岡多

新着IB:十

志太語
門夫門門

一
銀
拾
七
箕
弐
百
日

是
者
淀
川
過
苔
御
運
上
銀
去
午
年
分
之
由

)
銀
壱
箕
四
百
八
拾
弐
匁
四
分
七
厘
四
毛

(晒
穴

過
市
船
人
木
山
支
配
)

木

村

源

之

助

(玄
憤

荘
川
適
否
船
支
配
)

角

倉

与

一

木

村

源

之

助

逢
着
山
城
北
山
之
内
施
ケ
谷
大
原
梅
ケ
畑
御
大
木
山
御
運
上
鋭
去
午

年
分
之
由

元
禄
末
期
に
お
け
る
茶
府
財
政
の
1
端

(大
野
)

弐
百
石
之
内
百
五
捨
石
者
去
午
冬
御
張
紙
直
段
≡
拾
五
石
工
付
四
拾

弐
両
替
之
研
五
捨
石
老
当
未
冬
御
張
紙
直
段
三
拾
五
石
工
付
四
拾
両

替
之
前
金
二
両
上
納
之
由

未
年
納

金
合
弐
拾
三
万
三
百
弐
拾
六
両
壱
歩

八
一



史
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同
断銀

合
六
千
三
百
九
拾
文
六
百
八
拾
壱
匁
弐
分
三
厘
弐
毛

午
年
払
残
共

金
合
三
拾
六
万
七
千
八
百
拾
五
両
弐
朱

同
断釣

合
壱
万
八
百
弐
拾
七
貫
首
拾
三
匁
三
分
八
厘
九
毛

同
断

.
大
判
金
四
拾
八
枚

同
断銭

七
百
五
拾
四
箕
八
百
九
拾
三
文

内
払

未
年
払

金
弐
拾
万
弐
千
三
百
拾
七
両
≡
歩
弐
朱

同
断銀

千
弐
百
三
拾
六
貫
百
弐
拾
壱
匁
弐
分
E
l厘
三
毛

同
断大

判
金
三
枚

残

金
拾
六
万
五
千
四
百
九
拾
七
両
壱
歩

内

五
千
四
百
三
拾
八
両

御
借
金
別
帳

二
有

同
断銀

九
千
五
百
九
拾
文
九
百
九
拾
弐
匁
壱
分
四
厘
六
宅

内

五
百
八
拾
三
文
七
拾
三
匁

御
借
銀
別
帳

二
有

同
断大

判
金
四
拾
五
枚

同
断銭

七
百
五
拾
四
貫
八
百
九
拾
三
文

申

年

一
金
千
五
百
両

(信
忠

代
官
)

遠

藤

新

兵

宿

是
老
捕
磨
伊
予
御
代
官
所
午
年
御
年
貢
米
之
内
掃
磨
鉄
山
伊
予
銅
山

延
売
米
代
金
午
年
分
之
由

1
金
弐
千
五
百
両

同

人

是
老
河
内
播
磨
備
撲
備
中
伊
予
讃
岐
直
嶋
御
代
官
所
未
年
御
年
貢
井

小
物
成
運
上
臨
時
物
金
之
由

一
銀
弐
拾
定
日

同

人

右
同
断
未
年
御
年
貢
井
小
物
成
運
上
臨
時
物
銀
之
由

一
金
弐
千
両

同

人

右
同
断
去
未
年
御
年
貢
井
小
物
成
運
上
臨
時
物
金
之
由

一
金
弐
千
両

遠

藤

新

兵

衛

.
長
者
河
内
播
磨
備
後
備
中
伊
予
讃
岐
直
嶋
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢

井
小
物
成
運
上
臨
時
物
金
之
由

一
金
千
九
百
六
拾
両
弐
歩

同

人

是
老
午
年
御
年
貢
米
之
内
播
磨
鉄
山
延
売
米
代
井
伊
予
銅
山
延
売
米

代
直
嶋
延
売
変
代
金
之
由

一
金
弐
千
両

同

人



走
者
未
年
御
年
貢
米
之
内
描
磨
鉄
山
延
売
米
代
拝
伊
予
銅
山
延
売
米

代
金
未
年
分
之
由

一
金
千
両

同

人

是
者
播
磨
備
後
備
中
伊
予
讃
岐
直
嶋
御
代
官
所
申
年
御
年
貢
小
物
成

運
上
臨
時
物
金
之
由

1
金
弐
千
六
百
両

同

人

走
者
未
年
御
年
貢
之
内
捕
磨
鉄
山
延
売
米
代
井
伊
予
銅
山
延
売
米
代

金
之
由

一
金
千
両

同

人

是
者
捕
磨
備
後
備
中
伊
予
讃
岐
直
的
御
代
官
所
申
年
御
年
貢
小
物
成

運
上
臨
時
物
金
之
由

一
銀
三
拾
菅

塙

が

代
離

丞

走
者
肥
後
国
天
草
朝
議
御
代
官
所
去
JJ
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人

千
草
良
源
助
♂
請
取

1
銀
五
拾
茶
目

同

人

是
者
日
向
筑
前
肥
後
肥
前
靭
泳
御
代
官
所
去
･V
午
年
御
年
貢
銀
之
由

右
同
断

1
鋭
七
拾
貫
目

小

野

朝

丞

是
老
肥
後
肥
前
筑
前
日
向
国
朝
盃
御
代
官
所
去
､し
午
年
御
年
貢
銀
之

由
為
替
人
塚
口
足
長
左
術
門
川
口
十
郎
右
南
門
･qa詣
取

一
銀
三
拾
五
貫
目

同

人

右
同
断
為
替
人
紙
屋
加
兵
衛
･b
講
取

1
鋲
五
拾
六
耳
目

同

人

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
1
端

(大
野
)

右
同
断

1
銀
五
拾
耳
目

同

人

是
老
肥
後
肥
前
日
向
国
朝
盃
御
代
官
所
去
午
年
御
年
式
銀
之
由
為
替

人
吉
田
持
戒
才
請
取

一
銀
五
拾
耳
目

同

人

足
老
日
向
筑
前
肥
後
肥
前
朝
兎
御
代
官
所
去
JJ
午
年
御
年
買
鋭
之
由

為
替
人
千
草
昆
源
助
才
請
取

1
銀
三
拾
五
井
日

右
同
断
為
替
人
吉
田
沼
蔵
♂
請
取

一
錠
八
拾
耳
目

右
同
断
為
替
人
千
草
昆
源
助
分

詞
取

一
銀
弐
拾
弐
耳
目

右
同
断
為
替
人
紙
鼠
加
兵
術
才
語
取

1
銀
弐
拾
茶
目

小

野

靭

丞

走
者
肥
後
肥
前
筑
前
日
向
国
靭
丞
御
代
官
所
去
JV
午
年
御
物
成
銀
内

之
由
為
替
人
千
草
良
源
助
オ
討
取

1
鋭
三
拾
耳
目

同

人

右
同
断
去
JJ
午
年
御
物
成
井
小
物
成
銀
内
之
由
為
替
人
千
草
良
源
助

♂
請
取

1
銀
弐

拾
耳
目

同

人

右
同
断
去
未
年
御
物
成
鋭
内
之
由
為
替
人
千
草
巌
流
助
才
請
取

1
銀
七
耳
目

同

人

右
同
断
去
JU
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
紙
屋
加
兵
術
･qa請
取

八
三



史
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一
銀
三
拾
貫
目

同

人

右
同
断
去
未
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
紙
屋
加
兵
衛
ぶ
請
取

一
銀
拾
弐
某
日

同

人

右
同
断
去
～
午
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
吉
田
滑
蔵
ぶ
請
取

1
銀
三
拾
耳
目

同

人

右
同
断
去
と
午
年
御
年
貢
銀
内
之
由
為
替
人
千
草
屋
源
助
才
請
取

一
銀
四
拾
貫
目

同

人

右
同
断
去
未
年
御
年
貢
銀
内
之
由
為
替
人
千
草
屋
源
助
ぶ
講
取

1
銀
七
拾
貫
目

小

野

朝

丞

是
者
肥
後
肥
前
筑
前
日
向
国
朝
丞
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢
銀
之
由

為
替
人
川
口
十
郎
右
南
門
塚
口
尾
長
左
衛
門
才
請
取

右
同
断
御
物
成
小
物
成
銀
之
由

一
銀
五
拾
耳
目

右
同
断

一
金
四
千
両

同

人

万

年

長

十

郎

長
者
大
和
摂
幹
河
内
播
磨
備
中
御
代
官
所
去
未
年
御
物
成
小
物
成
金

内
之
由

一
銀
百
三
拾
五
文
三
百
拾
壱
匁

同

人

一
錠
弐
拾
耳
目

右
同
断
為
替
人
統
監
加
兵
衛
･qQ講
取

一
銀
五
耳
目

右
同
断

1
銀
弐
拾
貢
目

右
同
断

-
金
五
千
両

同

人

同

人

同

人
(根治
代
官
)

万
年

長

十

郎

右
同
断
御
物
成
小
物
成
銀
内
之
由

一
金
六
両
三
歩
三
先
と
中

同

人

但
三
朱
と
申
分
銀
拾
三
匁
壱
分
弐
厘
五
毛

是
者
山
城
国
八
幡
領
橋
本
宿
元
禄
元
辰
年
拝
借
金
内
去
未
年
分
之
由

一
金
四
千
五
百
両

同

人

是
老
大
和
摂
幹
河
内
捕
磨
備
中
御
代
官
所
当
申
年
御
物
成
金
内
之
由

一
金
干
害

両

(貢

取
崩

盛

適

ポ

是
者
山
城
大
和
和
泉
摂
幹
近
江
丹
後
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢
金
内

長
老
大
和
摂
津
河
内
措
磨
備
中
御
代
官
所
去
末

年
御物
成
小
物
成
金

内
之
由

1
金
弐
千
両

右
同
断

1
銀
八
拾
耳
目

之
由

一
金
三
千
五
百
両

右
同
断

一
金
千
百
七
拾
両

右
同
断

一
金
千
両

右
同
断

一
金
千
両

同

人

同

人

同

人

雨

宮

庄

九

郎



是
者
山
城
大
和
和
泉
摂
浄
近
江
丹
後
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢
金
内

之
由

一
金
弐
千
五
百
九
拾
両
三
歩
弐
朱

同

人

是
者
江
州
大
津
御
蔵
納
近
江
去
ル
巳
年
米
之
内
大
津
町
人
江
御
売
払

代
金
之
由

一
金
三
千
九
百
八
両
壱
歩
弐
朱

同

人

長
者
山
城
大
和
河
内
和
泉
摂
幹
御
代
官
所
去
午
年
御
年
貢
金
之
由

一
金
千
八
百
七
拾
両
弐
朱

同

人

是
者
山
城
大
和
和
泉
摂
津
近
江
丹
後
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢
金
之

之
由

一
金
弐
千
両

右
同
断

一
金
五
千
両

同

人

(正
氏

代
官
)

石

原

新
左
術
門

是
者
摂
拝
描
磨
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢
金
押
小
物
成
金
之
由

由

一
金
千
五
百
両

右
同
断
当
申
年
御
年
文
金
内
之
由

一
金
弐
千
両

同

人

.

(安
定

代
官
)

長
谷
川

六
兵
術

是
者
摂
津
河
内
和
泉
播
磨
国
井
小
豆
嶋
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢
金

之
由

一
金
五
千
五
百
弐
拾
五
両
弐
歩

右
同
断

一
金
六
千
両

右
同
断
当
申
年
御
年
貢
金
之
由

一
金
六
百
四
拾
雨
竜
歩

同

人

同

人

万

年

長

十

郎

長
谷
川

六
兵
術

是
者
摂
浄
川
口
新
田
御
代
官
所
去
未
年
御
年
末
金
之
由

1
金
弐
干
害

両

襲

撃

衛

門

走
者
山
城
大
和
河
内
和
泉
摂
.&
備
後
国
御
代
官
所
去
未
年
御
物
成
金

.
元
禄
末
期
に
お
け
る
茶
府
財
政
の
1
端

(大
野
)

一
金
七
百
六
拾
壱
両
弐
歩

右
同
断
去
未
年
御
年
式
金
井
酒
運
上
金
共
之
由

一
金
三
千
両

右
同
断
当
申
年
御
年
貢
金
之
由

一
金
四
千
両

右
同
断

一
金
弐
千
五
百
両

足
著
大
和
国
御
代
官
所
去
未
年
分
御
物
成
金
之
由

1
鮎
臥
矩

鮒
謡

弐
歩

同

人

同

人

同

人

軸

が

欝

荷

門

辻

弥
五
左
南
門

逢
着
奈
良
町
中
井

寺社餌
去
午
年
分
酒
造
御
遡
上
金
之
由

一
金
千
五
百
両

足
著
大
和
国
御
代

官所去
未
年
御
物
成
金
之
由

一
金
六
千
両

右
同
断

義

.'1
5

同

人

同

人

同

人

逢
着
大
和
国
御
代
官
所
青
野
郡
丹
治
村
去
未
年
松
茸
払
代
金
之
由

八
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

一
金
七
千
両

是
著
大
和
国
御
代
官
所
去
未
年
分
御
物
成
金
之
由

一.金
五
百
両

右
同
断

1
触
批
折
紙
完

訳

両
壱
歩

右
同
断

一
讐

析
霧

散
駅
南
弐
歩

同

人

同

人

同

人

八
六

右
同
断
当
申
年
拾
分

一
三
分

一
小
物
成
金
之
由

1
金
子
弐
吉

相

や

欝

衛

門

是
老
摂
浄
河
内
和
泉
丹
波
国
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢
金
之
由

同

人

一
金
八
百
両

右
同
断

1
金
四
千
両

右
同
断
当
申
年
御
年
貢
金
内
之
由

一
銀
七
拾
耳
目

同

人

同

人

久

下

作
左
衛
門

是
者
摂
津
河
内
和
泉
丹
波
国
御
代
官
所
当
申
年
御
年
貢
銀
内
之
由

右
同
断
去
未
年
小
物
成
金
之
由

一
銀
百
弐
拾
九
貫
九
百
五
拾
九
匁
三
分
四
厘

辻

弥
五
左
衛
門

(祐
栄
)

是
著
大
和
国
御
代
官
所
大
柴
清

右

衛

門

御
代
官
所
之
節
元
禄
十
二
卯

年
未
進
有
之
付
去
巳
分
乗
迄
三
ヶ
年

二
可
取
立
旨
御
下
知

二
付
末
年

分
取
立
上
納
当
年
皆
済
之
由

1
銀
五
貫
弐
百
七
拾
弐
匁
七
分
壱
厘
･

是
著
大
和
国
御
代
官
所
去
来
年
酒
運
上
銀
之
由

一
金
三
千
両

同

人

(克
敬

代
官
)

小

堀

仁
右
南
門

是
者
山
城
河
内
摂
浄
近
江
丹
波
捕
磨
国
御
代
官
所
去
未
年
拾
分

二
二

分

一
小
物
成
金
之
由

1
金
弐
百
拾
四
両
三
朱
と
中

同

人

但
三
朱
JV
申
分
銀
拾
三
匁
壱
分
弐
厘
五
毛

右
同
断
去
JV
午
年
拾
分

一
三
分

一
小
物
成
金
之
由

一
金
三
千
両

右
同
断
当
申
年
御
年
貢
金
之
由

一
金
壱
万
弐
千
両

是
者
去
未
年
長
崎
上
納
金
内
之
由

一
金
弐
万
両

右
同
断

一
鍍
四
拾
八
貫
首
四
拾
九
匁
五
分
三
屋
弐
毛

足
者
去
未
年
長
崎
上
納
銀
内
之
由

一
金
三
万
四
千
六
百
弐
拾
弐
両
弐
歩

是
者
去
未
年
長
崎
上
納
金
内
之
由

一
金
五
千
両

足
著
当
申
年
長
崎
御
運
上
金
内
之
由

一
金
六
千
両

同

人

同

人

(長
崎
町
年
寄
)

高

嶋

四

郎

兵

衛

甘
khK確

報
が
南
門

同

人

同

人

同

人

(長
崎
町
年
寄
)

福

田

伝

之

進

(長
崎
町
年
寄
)

久

松

善

兵

術

(長
崎
町
年
寄
)

薬

師
寺

又

三

郎



一
金
華

吾

両

鞄

如
㌘

南
門

是
者
大
和
近
江
描
磨
美
作
国
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢
金
内
之
由

一
銀
五
拾
某
日

西

与

一
左
衛
門

是
者
大
和
近
江
播
磨
美
作
国
御
代
官
所
去
末
年
御
年
貢
銀
内
之
由

右
同
断
去
未
年
御
物
成
金
本
途
小
物
成
臨
時
納
共
内
之
由

一
金
三
千
六
百
五
拾
六
両
弐
歩

同

人

1
金
三
百
両

右
同
断
去
未
年
御
年
貢
金
内
之
由

)
銀
三
拾
弐
文
日

右
同
断
去
未
年
御
年
貢
銀
内
之
由

1
金
千
八
百
両

右
同
断
去
未
年
御
年
貢
金
内
之
由

1
金
千
六
百
五
拾
六
両
三
歩

右
同
断

一
金
弐
千
五
百
両

右
同
断
当
申
年
御
年
式
金
内
之
由

一
銀
六
拾
貫
目

.
右
同
断
当
申
年
御
年
貢
銀
内
之
由

一
金
弐
千
両

同

人

同

人

同

人

同

人

同

人

同

人

(某

代
官
)

金

丸

又
左

南
門

是
老
大
和
摂
津
河
内
近
江
御
代
官
所
去
未
年
御
物
成
金
内
之
由

1
金
千
五
百
両

金

丸

又
左
衛
門

是
者
大
和
摂
津
河
内
近
江
御
代
官
所
去
未
年
御
物
成
金
内
之
由

一
金
千
両

右
同
断

一
金
四
千
八
百
五
拾
八
両
≡
渉
弐
先

同

人

右
同
断

t
銀
百
三
拾
三
貿
四
拾
目

同

人

右
同
断
去
未
年
御
物
成
銀
本
途
小
物
成
臨
時
納
共
内
之
由

.

一
金
四
千
両

同

人

是
老
山
城
大
和
河
内
和
泉
摂
搾
備
後
国
曲
淵
市
郎
石
碑
門
跡
御
代
官

所
当
申
年
御
物
成
金
之
由
又
左
術
門
♂
諮
取

一
金
五
千
両

同

人

是
者
大
和
摂
搾
河
内
近
江
御
代
官
所
当
中
年
御
物
成
金
内
之
由

)
翌

拾
四
琴
八
宇
目

鞄

印

璽

k

夫

逢
着
豊
前
国
庄
大
夫
御
代
官
所
去
未
年
御
年
貢
銀
之
由
為
替
人
川
口

十
郎
右
荷
門
塚
口
尾
長
左
衛
門
.B
請
歌

t
銀
五
拾
某
日

岡

田

庄

大

夫

足
音
豊
前
国
広
大
夫
御
代
官
所
去
未
年
御
年
式
銀
之
由
為
替
人
川
口

十
郎
右
衝
門
塚
口
尾
長
左
術
門
.qQ詔
取

一
金
五
百
両

同

人

右
同
断
去
未
年
御
年
貢
金
之
由
川
口
十
郎
石
碑
門
塚
口
足
長
左
衛
門

才
請
牧

一
鋭
四
拾
五
菅

附
坂
消
改
役
人
琵

組

城
詰

是
者
大
坂
酒
御
運
上
銀
申
年
分
内
之
由

同

人

一
銀
五
文
六
百
弐
拾
四
匁
六
分
六
厘
弐
毛

足
老
大
坂
酒
御
運
上
未
年
分
残
銀
之
由

同

人

元
禄
末
期
に
お
け
る
幕
府
財
政
の
一
端

(大
野
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
四
号

一
銀
四
拾
五
貫
目

是
老
大
坂
酒
御
運
上
銀
申
年
分
内
之
由

一
銀
四
拾
五
文
目

右
同
断

一
銀
四
拾
五
貫
目

右
同
断

一
錠
六
貫
目

是
老
堺
酒
御
運
上
銀
申
年
分
内
之
由

一
銀
四
百
拾
匁
八
分
七
厘

是
者
堺
酒
御
運
上
未
年
分
内
残
銀
之
由

一
銀
六
定
日

是
老
堺
酒
御
運
上
銀
申
年
分
内
之
由

一
銀
六
貫
目

右
同
断

一
銀
六
耳
目

右
同
断

同

人

同

人

同

人

堺
酒
改
役
人
小
刀
屋
庄
左
南
門

同

金
田
屋
源
右
衛
門

塀
酒
改
役
人
小
刀
星
庄
左
南
門

同

金
田
屋
源
右
衝
門

同

人

同

人

堺
酒
改
役
人
小
刀
屋
庄
左
南
門

同

奈
良
尾

九
兵
衛

鋲
高
百
九
拾
壱
文
七
百
九
拾
五
匁
六
分
壱
厘
之
内

1
評

語

軌
旭
詣

五
経
絹
銅
鉱

六
拾
基

鵬

㌔

東

雲

野

(弘
直

大
坂
域
奉
行
)

日
根

野

甚

五
郎

(忠
雄

大
坂
績
奉
行
)

大

久
保

長

三
郎

(<W
も

脳

宗

門

八
八

銀
雪

拾
六
吉

百
六
匁
弐
厘
之
内

相
雛

伝
籍

脚

一
触
訊
餌
嘉

百
碧

顎

拾
墨

跡
慧

柿

是
者
大
坂
御
蔵
午
年
描
磨
美
作
米
千
九
百
九
拾
六
石
六
斗
七
升
弐
合

八
勺
御
売
払
代
銀
壱
石
工
付
五
拾
八
匁
三
分
宛
之
由

銀
高
弐
拾
八
貢
五
百
拾
五
匁
三
分
三
屋
之
内

田

相

伝
右
南
門

一
触
堅

琵

拾
諾

詞
鮎

猷
拾
基

識

熟

隔

是
者
大
坂
御
蔵
午
年
五
畿
内
米
七
百
拾
八
石
弐
斗
七
升
壱
勺
御
売
払

､代
銀
壱
石
工
付
三
拾
九
匁
七
分
宛
之
由

飯
高
百
八
拾
貫
七
百
五
拾
九
匁
四
分
四
厘
之
内

1
祭

賃

頓
首
諾

嫡
鮎

詣

馴
替

同

人

是
者
大
坂
御
蔵
午
年
挿
磨
米
三
千
四
百
八
拾
弐
石
八
斗
四
升
七
勺
御

売
払
代
銀
壱
石
二
付
五
拾
壱
匁
九
分
宛
之
由

1
鮎
柑
讐

諾

嗣
憲

同

人

(助
持
)

是
者
松
野

河
内
守

大
坂
町
奉
行
助
役
之
節
当
申
冬
御
合
力
米
弐
百
石

請
取
申
供
処
御
役
啓
二
付
返
納
被

仰
付
当
申
冬
江
戸
御
蔵
御
張
紙

直
段
三
斗
五
升
入
官
俵

二
付
金
四
拾
四
両
之
直
段
を
以
上
納
之
由

是
老
大
坂
御
蔵
午
年
五
放
内
豊
後
豊
前
米
三
千
百
拾
三
石
五
斗
六
升

五
合
御
売
払
代
銀
壱
石
二
付
六
拾
壱
匁
六
分
宛
之
由

鋲
高
弐
百
三
拾
弐
貫
百
八
拾
四
匁
七
分
七
厘
此
金

1
讐

析
詣

益

九
両
弐
歩
弐
朱

伴最長完杉窒

息坂随岡能

菩 妄新嘉喜亮

:]誹 ..I:::;::;



是
者
二
条
御
蔵
午
年
米
之
内
四
千
百
七
拾
玉
石
九
斗
八
升
四
合
九
勺

六
才
虫
入
損
御
払
被

仰
付
京
都
売
人
入
札
を
以
落
札
直
後
壱
石
二

付
五
拾
五
匁
六
分
宛
但
金
壱
両

二
付
六
拾
日
替
之
積
取
立
之
上
納
之

由

1
銀
四
拾
文
日

同

人

右
同
断
当
申
年
臨
時
物
銀
内
之
由
為
替
人
千
草
良
源
助
才
請
取

1
地
謡

詣

謡

壱
歩

是
者
大
坂
御

城
巳
年
古
味
噌
御
払
代
金

之
由

(校
般

所
司
代

格)

土
岐

伊
予

守
家
来

(基
加

大
坂
定番)

渡
辺

術
中

守
与
力

(正
夫

大
坂
定
番)

内
藤
式
部
少

輔与
力

親

和
舶
喝
威
力

(助
裁

大
坂
町奉行
)

松
野

河
内

守
与
力

1
金
四
千
九
百
五
両

道
者
石
見
銀
山
附
去
未
年
御
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